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［憲 法］

〔No．１〕 次の文章の①から⑱までの空欄に，後記の語句群から適切な語句を選んで入れると，損失補償

に関する文章が完成する。①から⑱までの空欄に入る語句として正しいものを最も多く含む組合せは，後

記１から５までのうちどれか（同一番号には同一の語句が入るものとする。）。

損失補償について規定する憲法第２９条第３項は，私有財産を公共のために収用又は制限することが

できることを明示している。しかし，今日，財産権に対する制限は無数に存在し，そのすべてに補償が

必要なわけではない。例えば，災害の発生を防止するための（ ① ）のように，財産権に（ ② ）に由

来する制限について，補償が必要ないのは当然である。

条文上は，「公共のために用ひる」場合に（ ③ ）補償が必要とされており，その典型は，道路やダ

ムの建設といった公共事業のために私有財産を収用する場合である。「公共のために用ひる」という文

言を厳格に解釈すると，収用された私有財産が（ ④ ）ような場合は当たらないかのごとくであるが，

現在では，（ ⑤ ）場合でなくても，「公共のために用ひる」に該当する場合もあると解されている。

それでは，私有財産を「公共のために用ひる」ものとして（ ③ ）補償を要することとなるのはいか

なる場合であろうか。それは，特定の者に対してその財産権に（ ② ）を超えて，（ ⑥ ）を課する場

合だと考えられている。

財産権をはく奪したりその本来の効用の発揮を妨げるような制限がなされる場合には，当然，補償を

（ ⑦ ）こととなる。そこまでには至らない場合については，（ ⑧ ）のように，その制限が社会的共

同生活との調和を保ってゆくために必要とされる場合には補償は（ ⑨ ）と考えられるが，（ ⑩ ）の

ように他の特定の公益目的のため当該財産権の本来の社会的効用とは無関係に偶然に課せられる場合に

は補償を（ ⑦ ）と解される。

（ ③ ）補償の意味としては，（ ⑪ ）補償を意味するとの説と（ ⑫ ）補償を意味するとの説の二

つの考え方がある。その当時の経済状態において成立すると考えられる価格に基づき合理的に算出され

た（ ⑪ ）額をいうとの判断を示した（ ⑬ ）の最高裁判決は，（ ⑪ ）補償と解する説を採用したと

言われている。他方，（ ⑭ ）の最高裁判決は，収用の前後を通じて被収用者の財産価値を等しくなら

しめるような補償をなすべきであるとの判断を示し，（ ⑫ ）補償を必要とする説を採用したと言われ

る。（ ⑬ ）の判断については，ある種の財産権に対する社会的評価が変化したことに基づきその財産

権が公共のために用いられるという例外的な場合であったと言われることもある。

補償が必要な財産権制限をする法令であるにもかかわらず補償規定がない場合，当該法令の効力につ

いては，（ ⑮ ）と（ ⑯ ）の二つの考え方があるが，（ ⑰ ）の最高裁判決は，直接憲法第２９条第

３項を根拠にして（ ⑱ ）をする余地を認める判断を示し，（ ⑯ ）に立った。

【語句群】

ａ 重要文化財の保全 ｂ 建築物の建築面積の敷地面積に対する割合の制限

ｃ ため池の堤とうの使用制限 ｄ 特別の犠牲 ｅ 特定の個人に与えられる

ｆ 直接公共の用途に供する ｇ 相当な ｈ 正当な ｉ 完全な

ｊ 要する ｋ 要しない ｌ 農地改革事件 ｍ 河川附近地制限令事件

ｎ 土地収用補償金請求事件 ｏ 内在する制約 ｐ 違憲無効説

ｑ 直接請求説 ｒ 補償請求

１．①にｃ，⑥にｄ，⑪にｈ，⑯にｐ

２．②にｏ，⑦にｊ，⑫にａ，⑰にｎ

３．③にｈ，⑧にｂ，⑬にｌ，⑱にｒ

４．④にｅ，⑨にｋ，⑭にｍ，①にｄ

５．⑤にｆ，⑩にｂ，⑮にｐ，⑧にａ
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〔No．２〕 憲法尊重擁護義務を定める憲法第９９条に関する次のアからオまでの記述のうち，正しいもの

を組み合わせたものは，後記１から５までのうちどれか。

ア 本条は，「天皇又は摂政及び国務大臣，国会議員，裁判官その他の公務員」が国政の運営に当たり，

憲法の運用に直接・間接に関与する立場にあることにかんがみ，特にその憲法尊重擁護義務を明記し

たものであるから，本条の「公務員」には，地方公共団体の議員や公務員は含まれない。

イ 本条は，その義務の主体として「国民」を明示しておらず，国民が本条の義務を負うか否かについ

ては考え方が分かれるが，日本国憲法が公権力の制約を目的とする立憲主義的憲法であることを強調

する立場からすると，国民は本条の義務を負わないという考えに傾く。

ウ 本条の義務は，倫理的な性質のものであって，法律的というより道徳的な要請を規定したものであ

るとする立場からすると，裁判官が憲法の侵犯・破壊行為に参画したことをもって，その弾劾事由と

することは許されない。

エ 国会議員が懲罰の対象となるのは，院内の秩序を乱した場合に限定されるから，国会議員が本条の

義務に違反したことをもって，その懲罰事由とすることは許されないが，政治的責任追及の理由とは

なり得る。

オ 国務大臣が日本国憲法の改正を主張することが本条の義務に違反しないかについては考え方が分か

れるが，公務員にも思想・表現の自由が保障されることを強調する立場からすると，国務大臣の改憲

の主張は本条の義務に違反しないという考えに傾く。

１．ア イ ２．イ ウ ３．ウ エ ４．エ オ ５．オ ア

〔No．３〕 次のアからオまでの記述は，表現の自由を制約する法令の合憲性判断の基準等に関するもので

あり，①から⑤までの記述は，各基準等の適用に関する説明である。各基準等に対応する説明として正し

いものの組合せは，後記１から５までのうちどれか。

【合憲性判断の基準等に関する記述】

ア より制限的でない他の選び得る手段（ＬＲＡ）の基準とは，表現の自由を制限する法令の立法目

的は正当であるとしても，立法目的を達成するために，人権制限の程度のより少ない手段が存在す

る場合には，当該法令を違憲とするという基準である。

イ 明白かつ現在の危険の基準は，表現行為が重大な害悪を引き起こす蓋然性が明白であり，かつ，

害悪発生が時間的に切迫しているという要件が欠けている場合には，表現行為の規制を違憲とする

という基準である。

ウ 事前抑制の禁止の法理とは，表現活動を事前に抑制することは許されないとするものであり，憲

法第２１条第２項は，その趣旨を検閲の禁止として確認している。

エ 明確性の理論とは，精神的自由を規制する法令は明確でなければならないとするものであり，そ

の根拠としては，法文の不明確な法令は本来合憲的に行うことのできる表現行為をも差し控えさせ

てしまう効果を及ぼすという萎縮的効果があることなどが挙げられている。

オ 合理的関連性の基準とは，表現の自由を規制する立法の目的とその目的を達成するための規制手

段との間に合理的な関連性がなければならないとするものである。

【各基準等の適用に関する説明】

① その意味を憲法に適合するように限定して解釈することができれば，法令自体は違憲とならない

場合もあるという見解もある。

② 美観の保持又は公衆に対する危害の防止という目的で，大小や場所を問わず立て看板の一切を禁

止するような法令は，この基準によって違憲とされよう。

③ せん動を処罰する法律のような一定の表現内容を規制する立法に用いるのが妥当である。

④ 経済的利益の追求を目的とする広告のような営利的表現を規制する立法に用いるのが妥当であ

る。

⑤ この適用が問題になるケースとしては，税関検査や教科書検定制度などがある。

１．ア②，イ④ ２．イ③，ウ① ３．ウ⑤，エ① ４．エ②，オ③ ５．オ⑤，ア③
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〔No．４〕 次の文章は，権力分立に関する会話であるが，①から⑮までの空欄に入る語句として適切なも

のを最も多く含む組合せは，後記１から５までのうちどれか（ただし，同一の語句が２回以上使用されて

いる場合がある。）。

Ａ 権力分立は（ ① ）に基づく憲法原理であると言われるわね。

Ｂ 権力相互のチェック・アンド・バランスをはかる原理だからね。（ ② ）の考え方を貫徹するので

あれば，全国民の意思を代表する（ ③ ）の決定が最高の権威を持つはずで，行政府や司法府がそれ

に反した行動をとる余地はないだろう。

Ｃ そうだろうか。例えば（ ④ ）が一時的な激情にかられて不当な内容の法律を制定したとき，裁判

所がその違憲性を指摘して警鐘を鳴らすことは，長期的には健全な（ ⑤ ）の維持と発展に資するこ

とになるのではないかな。

Ａ それに，立法を行う議会とその個別的な適用・執行に携わる行政府とを区分することには，議会が

（ ⑥ ）利害にかかわらずに，公正な立場から（ ⑦ ）事項について立法を行う条件を整える意味も

あるはずよね。

Ｂ 権力分立が（ ⑧ ）に基づいたものだと言われるときは，権力が濫用される危険があることを前提

にして，なるべくその危険を限定しようとしているということだろうな。集中した権力が濫用される

と，その危険はますます大きくなるからね。

Ｃ ただ，権力分立といっても，立法権のすべてが必ず議会に集中すべきだとか，（ ⑨ ）を行う権限

はすべて裁判所のみに帰属すべきだというわけでもないだろう。

Ａ たしかに，裁判所だって（ ⑩ ）を制定することがあるし，議会だって裁判をすることがあるわよ

ね。日本国憲法でいえば，議員の（ ⑪ ）の裁判がそうね。

Ｂ それは，権力分立原理が現実と妥協した結果起こったもので，本来の権力分立の考え方からすると，

三つの権力は三つの国家機関にそれぞれ専属すべきものだろう。

Ｃ いや，例えば権力分立論の祖と言われる（ ⑫ ）は，当時の（ ⑬ ）の政治体制をモデルにして，

行政権は「阻止する権限」である（ ⑭ )をもって，立法活動に参与すべきだと言っている。そうし

ないと，権限の上で優位にある議会が行政権を（ ⑮ ）にコントロールする危険があるからだよ。

１．①に「功利主義」，⑥に「個別的」，⑪に「弾劾」

２．②に「福祉主義」，⑦に「特権的」，⑫に「モンテスキュー」

３．③に「議会」，⑧に「自由主義」，⑬に「イギリス」

４．④に「行政府」，⑨に「処分」，⑭に「立法拒否権」

５．⑤に「民主主義」，⑩に「条例」，⑮に「過剰」

〔No．５〕 次の文章の①から⑮までの空欄に，後記の語句群から適切な語句を選んで入れると，行政の定

義に関する会話が完成する。①から⑮までの空欄に入る語句として正しいものを最も多く含む組合せは，

後記１から５までのうちどれか（同一番号には同一の語句が入るものとする。）。

学生Ａ 憲法第６５条は，「行政権は，内閣に属する。」と規定している。行政の定義として一般的な

考え方は，国家作用の中から，立法作用と司法作用を除いたものとする（ ① ）だね。

学生Ｂ （ ① ）は，国家作用の分化の歴史にも忠実であるといわれているね。

学生Ａ もともと統一的作用として君主に専属していた国家作用から，政治的理由によって立法及び司

法が分離されたあとに残された作用とみるのだ。

学生Ｂ 多様な活動から構成される現実の行政作用は，（ ② ）できるが定義できないといわれ，（ ① ）

は，行政法学でも多数説だけれど，（ ③ ）もあるね。法の下に法の規制を受けながら，現実具

体的に国家目的の（ ④ ）を目指して行われる全体として統一性をもった継続的な形成的国家活

動と理解すべきとする説がその代表だ。

学生Ａ （ ① ）にも，（ ⑤ ）に限定した国家作用を前提として，そこから立法作用と司法作用を除

いたものと解する説もある。

学生Ｂ なぜそのように限定するのかな。
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学生Ａ 単純な（ ① ）だと，帰属不明の国家作用が行政部に帰属してしまい，大日本帝国憲法下の，

天皇が（ ⑥ ）を総攬するという国家体制と同じになってしまうからじゃないかな。

学生Ｂ １８世紀に（ ⑦ ）を提唱した思想家の考え方に戻って，行政を（ ⑧ ）ととらえる考え方も

あるね。

学生Ａ 国家作用の内容が単純な時代では，そのように考えられるかもしれないが，現在の行政部の活

動内容をすべて，文字通りの（ ⑧ ）ととらえることは難しいと思う。

学生Ｂ 行政部の行うあらゆる活動に，究極的には（ ⑨ ）を必要とするという意味でとらえると，

（ ⑧ ）ととらえていいのでは。

学生Ａ 憲法第７３条第１号の「法律を誠実に執行し，国務を総理すること。」の規定から，（ ⑧ ）

を直接担当するのは（ ⑩ ）であり，内閣は（ ⑩ ）の上にあって総合的な政策の在り方を決定

し，必要があれば，（ ⑩ ）に法律の執行・適用の仕方について指示し，既存の法律に問題があ

れば（ ⑪ ）も検討する立場にあるとする。

学生Ｂ 確かに立法作用に属すると考えられる（ ⑫ ）も内閣ができるとするのが実務の扱いだし，

（ ⑬ ）にも国会の承認が必要とされ，また（ ⑭ ）も国会による審議と議決が必要とされる憲

法の構造からしても，内閣の権限は，政策決定と（ ⑩ ）の指揮監督，つまり（ ⑮ ）ととらえ

る考え方も十分成り立つと思う。

【語句群】

ア 控除説 イ 積極説 ウ 積極的実現 エ 包括的設定 オ 対人民作用

カ 権利制約作用 キ 統治権 ク 大権 ケ 法律の執行 コ 法律の改正

サ 法律の根拠 シ 法律の解釈 ス 行政各部 セ 行政委員会

ソ 条約の締結 タ 予算 チ 執政 ツ 統轄 テ 業務

ト 法律案の提出 ナ 記述 ニ 権力分立原理 ヌ 社会契約説

１．①にア，⑥にキ，⑪にコ ２．②にナ，⑦にヌ，⑫にト ３．③にイ，⑧にシ，⑬にソ

４．④にエ，⑨にサ，⑭にタ ５．⑤にカ，⑩にス，⑮にチ

〔No．６〕 次のアからオまでの記述は，憲法の最高法規性に関するものであるが，そのうち，明らかに誤

っているものを組み合わせたものは，後記１から５までのうちどれか。

ア 内閣は，憲法第７３条第１号により法律を誠実に執行する義務を有しているから，自ら憲法に違反

すると判断した法律についても執行を拒否することは許されないが，主務大臣は，憲法第９９条が定

める憲法尊重擁護義務を根拠として，違憲の疑いの強い法律につき，裁判所に対して，違憲確認の訴

えを提起することができる。

イ 憲法の最高法規性という概念には，大別して，国法体系の中で憲法が最も重要な規範内容をもって

いることと，国法体系の中で憲法が最も強い形式的効力を有することの二つの意味が含まれるが，前

者の意味での最高法規性は，必然的に後者の意味での最高法規性を帰結する。

ウ 基本的人権の永久不可侵性を宣言する憲法第９７条が，日本国憲法第１０章「最高法規」の冒頭に

置かれているのは，国法体系の中で憲法が最も強い形式的効力を有することの実質的な根拠を明らか

にする趣旨である。

エ 憲法の最高法規性は，時として，法律など下位の法規範や違憲的な権力行使によって脅かされるこ

とがあることから，日本国憲法はこれを防止するため，国の最高法規であることを宣言するとともに，

公務員の憲法尊重擁護義務，権力分立制などを定めている。

オ 憲法改正に法律改正の場合よりも厳重な手続を定める硬性憲法であっても，憲法自身が最高法規性

を宣言していなければ，国法体系の中で憲法が最も強い形式的効力を有することにはならない。

１．ア エ ２．イ オ ３．ウ ア ４．エ イ ５．オ ウ
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〔No．７〕 次の文章は，「制度的保障」に関する教授と学生との会話であるが，下線部ａからｅまでのう

ち，明らかな誤りを含むものの組合せは，後記１から５までのうちどれか。

教 授 制度的保障とは，人権規定のうち，人権を直接保障するもののほかに，人権の保障と密接に結

びついている一定の制度を保障するものをいうと解されているね。制度的保障と言われるものと

しては，どんなものがあるかな。

学生Ａ まず，政教分離が挙げられます。最高裁は，政教分離規定を制度的保障の規定と解し，国家と

宗教との分離を制度として保障することにより，間接的に信教の自由の保障を確保しようとする

ものであるとしています。ａ最高裁は，政教分離規定を制度的保障と解することにより，私人の

自由を直接保障するものではないとして，国などの宗教的活動が私人の信教の自由を直接侵害す

るに至らない限り，私人に対する関係で当然には違法と評価されるものではないとしています。

学生Ｂ その最高裁判決に対しては，制度的保障と解することによって，かえって人権保障の趣旨が弱

くなるということにつながりかねないとの疑問を感じます。この点，ｂその最高裁判決において，

政教分離規定は信教の自由を実質的に保障するための制度的保障だとして，完全分離を理想とし，

国に対する禁止効果を狭く限定するべきではない旨の反対意見も示されています。

学生Ｃ 制度的保障といえば，憲法第２９条が財産権とともに私有財産制を制度として保障していると

解されているね。ｃ最高裁は，森林法共有林事件において，制度の核心は法律によって侵すこと

はできないが，周辺部分に関しては制限が可能だという理由により，規制目的が消極的か積極的

かを問題とする必要はない旨判示して，いわゆる目的二分論を採用しなかった。

学生Ｄ 大学の自治も制度的保障だとされていますね。ｄ最高裁は，ポポロ劇団事件において，大学に

おける学問の自由を保障するため，伝統的に大学の自治が認められているとしたが，問題とされ

た学生の集会に関しては，真に学問的な研究と発表のためのものではなく，実社会の政治的社会

的活動であるなどとして，大学の学問の自由と自治の保障の対象とはならないと判断したんだ。

学生Ｅ 地方公共団体の自治権は自然権的・固有権的基本権を保障したものではなく，地方自治という

歴史的・伝統的・理念的な公法上の制度を保障したものと説明されています。ｅ地方自治をこの

ような制度的保障と解すれば，その自治権は前国家的な自然権ではないから，その核心部分を侵

害しない限り法律で修正を加えても違憲にはならないこととなります。そして，制度的保障と解

することにより，現存する個々の地方公共団体の存立を否定することは憲法上許されないという

結論が導かれます。

１．ａ ｃ ２．ｂ ｄ ３．ｃ ｅ ４．ａ ｂ ５．ｄ ｅ

〔No．８〕 次の文章は，選挙権及び被選挙権に関する教授と学生たちの問答である。学生ＡからＥまでの

発言のうち，正しいものを組み合わせたものは，後記１から５までのうちどれか。

教 授 今日は，選挙権をめぐる幾つかの問題について考えてみましょう。まず，選挙権の法的性格に

関しては，どのような考え方がありますか。

学生Ａ 権利説，公務説，権限説又は請求権説，さらには二元説といった考え方があります。従来，通

説的な地位を占めてきたのは，権利説でした。これに対し，最高裁判所は，選挙権は国民の権利

であるとともに義務であると判示しています。

教 授 公職選挙法は，選挙犯罪により刑に処せられた者の選挙権及び被選挙権を一定期間停止するこ

とを認めていますが，このことに問題はないですか。

学生Ｂ 最高裁判所は，選挙の公正を厳粛に保持する必要から憲法違反ではないと判断していますが，

選挙権の自然権的側面を強調する学説からは批判を受けています。そこで，現行制度のうち，裁

判官の裁量によって選挙権及び被選挙権を一定期間停止する旨の規定を適用せず，あるいは，そ

の期間を短縮できるという仕組みを廃止して，選挙違反者にはすべて同一の期間選挙権及び被選

挙権を停止するという制度にした方が違憲の疑いを避けられると考えます。

教 授 在宅投票制度の問題はどうですか。

学生Ｃ 最高裁判所は，立法府が在宅投票制度を廃止したまま復活しなかったことについて，国家賠償
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法上の責任を認めませんでした。選挙権は法律によって与えられて初めて認められるもので，だ

れに選挙権を付与するかは国会の合理的な裁量によると考えると，在宅投票制度の廃止も違憲で

はないとの判断に傾きやすいですが，選挙権の自然権的側面，特に選挙権は国民が代表者を通じ

て国政に参加するという最も基本的な権利であることを強調すると，やむにやまれない政府利益

を達成するために必要不可欠でない限り，選挙権のはく奪は憲法に違反するとの結論を導きやす

くなります。

教 授 では，義務投票制を採用することに，憲法上の問題はありますか。

学生Ｄ 権利説では，投票をするしないは自由ですから，棄権の自由も認められることになり，これを

認めない義務投票制は憲法に違反します。二元説でも，権利としての側面は否定できませんから，

棄権の自由を認めることができます。これに対し，公務説では，投票は国民の公務であって，棄

権の自由は認められませんから，義務投票制は憲法に違反しません。

教 授 ところで，被選挙権については，どのように考えられていますか。

学生Ｅ 憲法第１５条は，選挙権について規定しているだけで，被選挙権については，何も規定してい

ません。一般に，被選挙権は，選挙され得る資格ないし地位のことで権利ではないとされていま

したが，最近では，立候補する自由という意味で憲法で保障された権利であると解する見解が支

配的となっています。これらの見解は，被選挙権の憲法上の根拠を憲法第１３条の幸福追求権や

第２１条第１項の表現の自由の一環であると考えています。

１．Ａ Ｂ ２．Ｂ Ｃ ３．Ｃ Ｄ ４．Ｄ Ｅ ５．Ｅ Ａ

〔No．９〕 次のアからオまでの記述は，外国人の人権に関するものであるが，そのうち，最高裁判所の判

例の趣旨に照らし，誤っているものを組み合わせたものは，後記１から５までのうちどれか。

ア 外国人には，我が国に入国する自由は保障されておらず，入国の自由がない以上，在留の権利も憲

法上保障されていない。他方，出国の自由は，憲法第２２条第２項により保障されていると解される

ところ，我が国に居住している外国人にとっては，我が国からの出国は，当然に帰国，すなわち，我

が国への再入国を前提とするから，我が国に住居を有する外国人には，再入国の権利も憲法上保障さ

れている。

イ 基本的人権の保障は，その権利の性質上，日本国民のみを対象としていると解されるものを除き，

我が国に在留する外国人にも等しく及ぶものと解すべきであるから，政治活動の自由についても，我

が国の政治的意思決定又はその実施に影響を及ぼす活動等，外国人の地位にかんがみて認めることが

相当でないと解されるものを除いて，憲法上保障されている。

ウ 参政権は，国民が自己の属する国の政治に参加する権利であり，その性質上，当該国家の国民にの

み認められる権利であるから，外国人には，国政に関する参政権は認められない。しかし，永住者等

であってその居住する区域の地方公共団体と特段に緊密な関係を持つに至ったと認められる者につい

て，その地方公共団体の長や議会の議員に対する選挙権を付与することは憲法上禁止されていない。

エ 公務就任権には，参政権的性格があるから，外国人には，直接的に国家意思の形成への参画に携わ

る公務員に就任する権利は認められないが，間接的に国の統治作用にかかわる公務員については，そ

の職務の内容，権限と統治作用とのかかわり方及びその程度を個別具体的に検討し，国民主権原理に

照らし就任の可否を判定する必要がある。そうすると，公務員の中には，公権力を行使することがな

く，公の意思の形成に参画する蓋然性が少なく，統治作用にかかわる程度の弱い管理職も存在するの

であるから，管理職から一律に外国人を排除するのは，憲法に違反する。

オ 社会権は，各人の所属する国によって保障されるべき権利であると考えても，参政権とは異なり，

外国人に対して原理的に認められない権利ではないから，外国人の滞在形態の違いに着目せず，財政

上の支障を理由に，我が国に生活の本拠を持ち，いかなる国にも増して，我が国と深く結びついてい

る定住外国人を自国民よりも不利に取り扱うことは憲法上許されない。

１．ア ウ ２．イ エ ３．ウ オ ４．エ ア ５．オ イ
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〔No．10〕 次の文章の①から⑮までの空欄に，後記の語句群から適切な語句を選んで入れると，憲法第２

４条に関する教授と学生との会話が完成する。①から⑮までの空欄に入る語句として正しいものを最も多

く含む組合せは，後記１から５までのうちどれか（同一番号には同一の語句が入るものとする。）。

教授 今日は，憲法第２４条で定められている（ ① ）における（ ② ）と（ ③ ）の本質的平等につ

いて少し考えてみましょう。本条に関連して，具体的にはどのような問題が議論されてきましたか。

学生 例えば，民法の定める，（ ④ ）適齢や（ ⑤ ）の再婚禁止期間などが議論の対象となってきま

した。

教授 前者の問題はどのように議論されてきたのですか。

学生 民法は（ ④ ）できる最低年齢に関して男女で（ ⑥ ）歳の差を設けている（第７３１条）ので

すが，この規定について，従来の学説は概して合憲と解してきたように思います。その主な理由は，

この規定の立法目的は「（ ⑦ ）」にあり，「男女の（ ⑧ ）の差」を考慮すれば合理性が認められ

るとするものです。

教授 では，再婚禁止期間については，どのように議論されていますか。

学生 民法は（ ⑤ ）に対してのみ（ ⑨ ）か月の再婚禁止期間を定めています（第７３３条）が，最

高裁判所は，この規定について，その立法趣旨を「（ ⑩ ）の推定の重複を回避し，（ ⑪ ）関係

をめぐる紛争の発生を未然に防ぐ」ことにあると解して，憲法に違反しないと判断しています。

教授 学説における議論はどうですか。

学生 近時の学説では，（ ⑩ ）の推定の重複を避けるのが目的であるならば，１００日間ないし１０１

日間の再婚禁止期間をおけば足り，必要以上の禁止期間を定めるのは違憲の疑いがあるという見解

が有力になってきているように思います。

教授 非嫡出子の相続分を嫡出子の２分の１と定めている民法第９００条第４号ただし書の合憲性に関

する問題も本条とかかわっていると思いますが，この問題について最高裁判所はどのように判断し

ていますか。

学生 平成７年７月５日大法廷決定で，違憲ではないと判断しています。その理由については，立法目

的について，（ ⑫ ）と非嫡出子の保護の調整を図ったものと解した上で，本件規定における相続

分の区別は，立法目的との関連において（ ⑬ ）不合理であり，立法府に与えられた合理的な裁量

判断の限界を超えたものということはできない旨述べています。

教授 これは，全員一致に基づく判断ですか。

学生 いいえ。５名の裁判官による反対意見があります。「（ ⑭ ）について何の責任も負わない非嫡

出子をそのことを理由に法律上差別することは，（ ④ ）の尊重・保護という立法目的の枠を超え

るものであり，立法目的と手段との（ ⑮ ）は認められず合理的であるということはできない」こ

となどを理由に，本件規定を憲法違反であるとしています。

【語句群】

ア 社会生活 イ 家族生活 ウ 個人の尊厳 エ 財産 オ 知的成熟

カ 離婚 キ 父子 ク 婚姻 ケ 善良な風俗の維持 コ 女性 サ ４

シ ２ ス 実質的関連性 セ 父性 ソ 両性 タ ６ チ 親子

ツ プライバシー テ 合理的関連性 ト 教育 ナ 著しく ニ 法律婚の尊重

ヌ 出生 ネ 明らかに ノ 性的成熟 ハ 早婚防止 ヒ 夫婦

１．①にア，⑥にシ，⑪にセ ２．②にウ，⑦にケ，⑫にニ ３．③にチ，⑧にオ，⑬にナ

４．④にク，⑨にサ，⑭にカ ５．⑤にコ，⑩にキ，⑮にテ
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〔No．11〕 次の文章の①から⑩までの空欄に，後記の語句群から適切な語句を選んで入れると，行政機関

に対する届出義務等が憲法第３８条第１項に反しないかが問題となった事件における最高裁判例の考え方

についての教授と学生との会話が完成する。①から⑩までの空欄に入る語句として正しいものの組合せは，

後記１から５までのうちどれか。

教授 最高裁判所は，（ ① ）が問題となったいわゆる川崎民商事件で，当該手続は，刑事責任追及を

目的とするものではないこと，そのための資料の取得収集に直接結びつく作用を一般的に有するも

のではないことに加え，公益上の必要性と合理性が認められる場合であることから，憲法第３８条

第１項に違反しないとの考え方を明らかにしましたが，同様の考え方が示された事件として，他に

どのようなものがありますか。

学生 覚せい剤の密輸入者にも輸入申告義務を課する関税法の手続や（ ② ）が問題となった事件にお

いても，同様の考え方で合憲との判断がなされました。

教授 では，「実質上刑事責任追及のための資料の取得収集に直接結びつく作用を一般的に有する」手

続であるから憲法第３８条第１項の保障は及ぶが，別の理由で合憲とされた事件はありますか。

学生 はい。（ ③ ）が問題となった事件があります。その事件では，憲法第３８条第１項は（ ④ ）

から，権利の事前告知を欠いた手続も違憲ではないとされました。また，判文では明示されていま

せんが，（ ⑤ ）についても，同様の性質の手続であることを前提としつつ，その手続は（ ⑥ ）

ことから，憲法第３８条第１項に違反しないとされています。

教授 では，これらとは別の理由で憲法第３８条第１項に反しないとされた事件はありますか。

学生 はい。（ ⑦ ）が問題となった事件において，具体的な報告義務の内容が，事故の日時，場所，

態様等にとどまり，（ ⑧ ）ことなどを理由として合憲であるとされました。

教授 これと同様の考え方が用いられた事件として，他にどのようなものがありますか。

学生 （ ⑨ ）が問題となった事件があります。ただ，その事件では，義務の主体の資格の特質も考慮

されています。

教授 義務主体が申請に基づき免許を与えられた者であることに着目した判例として，少し古いもので

すが，麻薬取扱者に記帳義務を課する麻薬取締法の手続につき，（ ⑩ ）との理由で合憲とされた

ものがありましたが，その後，同様の理由づけは用いられていないようですね。

【語句群】

ア 自動車運転手等に交通事故に関する報告等の義務を課する道路交通法の手続

イ 自動車運転者に呼気検査に応ずる義務を課する道路交通法の手続

ウ 犯則事件調査のために収税官吏に質問検査権を与える国税犯則取締法の手続

エ 納税義務者に質問検査に応ずる義務を課する所得税法の手続

オ 不法入国者にも登録申請義務を課する外国人登録法の手続

カ 死体検案医に異状死体の届出義務を課する医師法の手続

キ 自己負罪拒否特権の事前放棄である

ク 供述拒否権の告知を義務づけるものではない

ケ 供述を得ようとするものではない

コ 刑事責任を問われるおそれがある事項までは含まれていない

１．①にウ，⑥にコ ２．②にイ，⑦にア ３．③にエ，⑧にキ

４．④にク，⑨にカ ５．⑤にオ，⑩にケ
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〔No．12〕 次の文章は国家賠償請求権について述べたものであるが，①から⑳までの空欄に入る語句とし

て正しいものの組合せは，後記１から５までのうちどれか（ただし，同一の語句が２回以上使用されてい

る場合がある。）。

公務員の職務上の不法行為に対する国民の（ ① ）と国家の（ ② ）を認める国家賠償制度自体は，

歴史的に見て比較的新しいものである。近代国家の形成期には，（ ③ ）の考え方に基づいて，国家賠

償は一般に否定されており，多くの国では２０世紀初頭までこの考え方が支配的であった。日本でも，

大日本帝国憲法時代には（ ④ ）が妥当すると考えられており，公務員の職務上の不法行為についての

国家責任は一般的に否定されていた。これに対して，日本国憲法では，憲法第１７条が国家賠償請求権

を国民の基本的人権として保障し，切り捨て御免的行政に対する反省から国家の（ ⑤ ）を明らかにし，

国民の（ ⑥ ）に仕えようとしている。

以上のような国家賠償請求権を保障する憲法第１７条の性格については争いがある。まず，国家賠償

請求権は，（ ⑦ ）から論理必然的に派生する（ ⑧ ）ではなく，国家の存在を前提として初めて認め

られる権利であるから，厳密な意味での人権には属さないとする見解がある。これに対して，国家賠償

請求権は，自由権をはじめとする人権を確保するための権利として，まさに（ ⑨ ）としての性格を有

するとする見解もある。ただ，どちらの見解にしても権利の内実に変わりはなく，むしろより実質的な

問題は，この規定によって国家賠償請求権が既に（ ⑩ ）となっているのか，それとも憲法上は（ ⑪ ）

であり，法律によって初めて現実的な（ ⑫ ）となるのかという点である。

最高裁は，（ ⑬ ）で，憲法第１７条が「保障する国又は公共団体に対し損害賠償を求める権利につ

いては，法律による（ ⑭ ）を予定している。」とするとともに，「これは，公務員の行為が権力的な

作用に属するものから非権力的な作用に属するものにまで及び，公務員の行為の国民へのかかわり方に

は種々多様なものがあり得ることから，国又は公共団体が公務員の行為による不法行為責任を負うこと

を原則とした上，公務員のどのような行為によりいかなる要件で損害賠償責任を負うかを立法府の

（ ⑮ ）にゆだねたものであって，立法府に（ ⑯ ）を付与するといった法律に対する（ ⑰ ）を認め

ているものではない」との判断を下した。その上で，「公務員の不法行為による国又は公共団体の損害

賠償責任を免除し，又は制限する法律の規定が同条に適合するものとして是認されるものであるかどう

かは，当該行為の態様，これによって侵害される法的利益の種類及び侵害の程度，免責又は責任制限の

範囲及び程度等に応じ，当該規定の（ ⑱ ）並びにその（ ⑲ ）として免責又は責任制限を認めること

の（ ⑳ ）を総合的に考慮して判断すべきである」としている。

１．①に「損害賠償請求権」，⑥に「生存保障」，⑪に「プログラム」，⑯に「権限」

２．②に「主権」，⑦に「人間であること」，⑫に「具体的権利」，⑰に「制限」

３．③に「主権免責」，⑧に「抽象的権利」，⑬に「郵便法違憲判決」，⑱に「文言」

４．④に「国家無答責の原則」，⑨に「基本的人権」，⑭に「具体化」，⑲に「目的達成の手段」

５．⑤に「賠償責任」，⑩に「基本的人権」，⑮に「裁量」，⑳に「妥当性」

〔No．13〕 次のアからオまでの記述は，違憲審査権の行使の在り方に関するものであるが，そのうち，誤

っているものを組み合わせたものは，後記１から５までのうちどれか。

ア いわゆる警察予備隊違憲訴訟において，最高裁は，「我が裁判所は具体的な争訟事件が提起されな

いのに将来を予想して憲法及びその他の法律命令等の解釈に対し存在する疑義論争に関し抽象的な判

断を下すごとき権限を行い得るものではない」と判示し，抽象的違憲審査権を否定した原審の判断を

維持し，上告を棄却した。

イ いわゆる恵庭事件において，札幌地裁は，「裁判所が…違憲審査権を行使しうるのは，具体的な法

律上の争訟の裁判においてのみであるとともに，具体的争訟の裁判に必要な限度に限られることはい

うまでもない」と判示した上，被告人らの行為について犯罪の構成要件に該当せず無罪との結論に達

した以上，憲法問題に立ち入るべきではないとして憲法判断を回避した。

ウ いわゆる砂川事件において，最高裁は，「直接国家統治の基本に関する高度に政治性のある国家行

為のごときはたとえそれが法律上の争訟となり，これに対する有効無効の判断が法律上可能である場



- 10 -

合であっても，かかる国家行為は裁判所の審査権の外にあり，その判断は主権者たる国民に対して政

治的責任を負うところの政府，国会等の政治部門の判断に委され，最終的には国民の政治判断に委ね

られている」と判示し，統治行為論の立場から条約に対する司法審査を否定した。

エ いわゆる在外日本人選挙権訴訟において，最高裁は，「国民に憲法上保障されている権利行使の機

会を確保するために所要の立法措置を執ることが必要不可欠であり，それが明白であるにもかかわら

ず，国会が正当な理由なく長期にわたってこれを怠る場合などには，例外的に国会議員の立法行為又

は立法不作為は，国家賠償法第１条第１項の適用上，違法の評価を受ける」と判示し，本件はそれに

該当するとして国家賠償請求を認容したが，その余の，改正前後の公職選挙法の規定が原告らに比例

代表選出議員以外の議員の選挙における選挙権の行使を認めていないことが違憲違法であることの確

認を求める訴えや原告らが比例代表選出議員以外の議員の選挙において選挙権を有することの確認を

求める訴えについては，すべて不適法として却下した。

オ いわゆる猿払事件において，最高裁は，第一審判決及び原判決は「被告人の本件行為につき罰則を

適用する限度においてという限定を付して右罰則を違憲と判断するのであるが，これは，法令が当然

に適用を予定している場合の一部につきその適用を違憲と判断するものであって，ひっきょう法令の

一部を違憲とするにひとし」いとして，適用違憲の手法に対して消極的な姿勢を示した。

１．ア イ ２．イ ウ ３．ウ エ ４．エ オ ５．オ ア

〔No．14〕 次の文章の①から⑮までの空欄に，後記の語句群から適切な語句を選んで入れると，会議の原

則に関する文章が完成する。①から⑮までの空欄に入れるべき語句として誤っているものを最も多く含む

組合せは，後記１から５までのうちどれか（同一番号には同一語句が入るものとする。）。

合議体が活動するために必要な最小限の出席者の数を（ ① ）という。これには，会議を開いて審議

を行うために必要な数と，合議体としての意思決定を行うために必要な数とがある。憲法第５６条第１

項は，「両議院は，各々その（ ② ）の（ ③ ）以上の出席がなければ，議事を開き議決をすることが

できない」と規定し，いずれについても（ ② ）の（ ③ ）を（ ① ）として定めている。ただし，憲

法改正の（ ④ ）のためには，憲法第９６条第１項により「各議院の（ ② ）の（ ⑤ ）以上の

（ ⑥ ）」が必要とされているから，その議決については，（ ① ）も（ ② ）の（ ⑤ ）となる。こ

こでいう（ ② ）の意味については，（ ⑦ ）であるとする説と，（ ⑧ ）であるとする説とが対立す

るが，両議院の先例は（ ⑦ ）であるとする説に従っている。

議決とは，合議体の構成員が，審議の対象となっている事項について賛否の意思を表明する行為であ

る（ ⑨ ）を行い，合議体としての意思決定をなすことをいい，議決をするのに必要な賛成の数を

（ ⑩ ）という。この（ ⑩ ）について，憲法第５６条第２項は，「両議院の議事は，この憲法に特別

の定のある場合を除いては，（ ⑪ ）の（ ⑫ ）でこれを決」するという原則を定める。ここでいう

「（ ⑪ ）」に棄権者，白票，無効票が算入されるかについては争いがあるが，棄権者等をすべて反対

投票をした者と同じに扱うことになるのは不当であるとの立場からすれば（ ⑬ ）と解することになる。

なお，ここでいう「憲法に特別の定」の例としては，（ ⑭ ）を開く場合などがある。

なお，内閣も合議体であるが，その会議（閣議）の議決の方法については憲法には規定がなく，

（ ⑮ ）により全会一致とされている。

【語句群】

ア ４分の１ イ ３分の１ ウ 過半数 エ ３分の２ オ ４分の３

カ 定数 キ 定足数 ク 表決数 ケ 出席議員数 コ 現在議員数

サ 法定議員数 シ 出席議員 ス 欠席議員 セ 総議員 ソ 同意 タ 賛成

チ 承認 ツ 発議 テ 表決 ト 審決 ナ 裁決 ニ 慣例 ヌ 内閣法

ネ 秘密会 ノ 特別会 ハ 両院協議会 ヒ 算入される フ 算入されない

１．①にキ，⑥にチ，⑪にシ ２．②にセ，⑦にサ，⑫にウ ３．③にエ，⑧にコ，⑬にフ

４．④にツ，⑨にナ，⑭にハ ５．⑤にオ，⑩にク，⑮にニ
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〔No．15〕 憲法第２５条第１項の法的性格について，次のⅠからⅢまでの学説と，各説に関するＡからＥ

までのコメントがあるが，各コメントの記述における「この説」が同じ説を示すものを組み合わせたもの

は，後記１から５までのうちどれか。

【学説】

Ⅰ 国家に対する政治的・道義的義務以上のものは定めていないとする説

Ⅱ 国に立法・予算を通じて生存権を実現すべき法的義務を課しているが，生存権はこれを具体化す

る法律によって初めて具体的権利となるとする説

Ⅲ 憲法第２５条第１項は具体的権利としての生存権を認めたものであるとする説

【コメント】

Ａ 憲法第２５条第１項の裁判規範性を肯定しながらも，その前提として立法府の広い裁量を認め，

当該立法措置が著しく合理性を欠き明らかに裁量を逸脱していると見ざるを得ないような場合を除

いて司法審査は差し控えるべきであるとする見解に対しては，実質的にみて「この説」の採用とほ

とんど変わりがなく，裁判規範性を認める意味に乏しいとの指摘が可能である。

Ｂ 「この説」に立ったとしても，生存権を具体化する立法がない場合，裁判所が立法不作為の違法

ないし違憲の確認を行うべきとするにとどまり，それ以上に直接憲法の規定に基づく請求を認める

べきとするものではないならば，権利実現の実効性に乏しいとの指摘がなされている。

Ｃ 「この説」に対しては，司法権が立法府にどこまで介入できるかという問題があり，権力分立に

反するおそれが大きいとの批判が可能である。

Ｄ 「この説」に対しては，裁判規範性を認めつつ，国家財政や予算等，憲法より下位の法規を前提

として憲法上の権利内容を枠づけようとすることは本末転倒であるとの指摘が可能である。

Ｅ 「この説」は，憲法第２５条第１項は，立法府と司法権を拘束できるほどには明確であることを

根拠とする。

１．Ａ Ｂ ２．Ｂ Ｃ ３．Ｃ Ｄ ４．Ｄ Ｅ ５．Ｅ Ａ

〔No．16〕 次の文章の①から⑮までの空欄に，後記の語句群から適切な語句を選んで入れると，議院内閣

制に関する文章が完成する。①から⑮までの空欄に入る語句として正しいものを最も多く含む組合せは，

後記１から５までのうちどれか（同一番号には同一の語句が入るものとする。）。

教授 立法権と行政権の関係については，議院内閣制と大統領制の二つのモデルに大別できるが，それ

ぞれどのような特徴がありますか。

学生 立法権と行政権の分離が，大統領制では（ ① ）ですが，議院内閣制では（ ② ）だと言えます。

教授 二つのモデルの間でそのような違いがあるのはなぜなのだろう。

学生 大統領制では，議会も大統領も国民の選挙を通じて任命されるので，（ ③ ）のに対し，議院内

閣制では，議会は選挙を通じて構成されますが，内閣は議会の信任を基礎として存立していますの

で，（ ④ ）のを前提とするからです。

教授 その観点からいうと，日本国憲法ではどのような制度があるかね。

学生 内閣不信任制度，それから衆議院解散の制度があります。

教授 統治機構の理念の問題として，（ ⑤ ）の制度のない議院内閣制というものもあり得るだろうか。

学生 その点については，我が国の学説上，（ ⑥ ）と（ ⑦ ）の対立があると認識しています。

教授 それぞれについて簡単に説明してくれたまえ。

学生 （ ⑥ ）は，内閣が議会の信任により存立することを重視しますので，（ ⑤ ）の制度は議院内

閣制に（ ⑧ ）という結論に傾きます。これに対して，（ ⑦ ）は，議会と内閣が均衡することを

重視するので，（ ⑤ ）の制度は議院内閣制に（ ⑨ ）という結論に傾きます。

教授 ところで，日本国憲法上，内閣の解散権に制限はあるのかね。

学生 その点については，憲法の明文上は必ずしもはっきりしていません。学説につきましては，内閣

の解散権は（ ⑩ ）に規定された場合に限られるとする制限説もありますが，（ ⑩ ）に規定され

た場合に限られるものではないという説もあります。
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教授 （ ⑩ ）に規定された場合に限られないという説は，何に解散権の根拠を求めているのかね。

学生 まず，（ ⑪ ）の内閣の（ ⑫ ）に解散権の根拠を求める見解があります。他方，（ ⑫ ）は内

閣の解散権の根拠にはなり得ないとし，（ ⑬ ）から内閣に解散権が与えられているとする見解も

あります。

教授 （ ⑩ ）に規定された場合に制限する説と，その場合に制限しない説は，どちらの方が民主的だ

と思うかね。

学生 制限する説は，国民の選挙を通じて構成される（ ⑭ ）ので，自説の方が民主的だと主張するで

しょう。他方，制限しない説は，解散に続く総選挙によって（ ⑮ ）ので，自説の方が民主的だと

考えていると思います。

【語句群】

ａ 均衡本質説 ｂ 責任本質説 ｃ 内閣の議会解散権 ｄ 厳格

ｅ 緩やか ｆ 国会がより重視される ｇ 国民の意思が反映される

ｈ 議会と内閣が協力関係にある ｉ 互いの任免について権限を持たない

ｊ 憲法第６９条 ｋ 憲法第７条 ｌ 天皇に対する助言と承認

ｍ 必須ではない ｎ 必須である ｏ 議院内閣制及び権力分立の原理

１．①にｄ，⑥にａ，⑪にｋ ２．②にｅ，⑦にｂ，⑫にｌ ３．③にｉ，⑧にｍ，⑬にｏ

４．④にｈ，⑨にｎ，⑭にｈ ５．⑤にｃ，⑩にｋ，⑮にｆ

〔No．17〕 次の文章の①から⑰までの空欄に，後記の語句群から適切な語句を選んで入れると，愛媛玉串

料訴訟（以下「本件訴訟」という。）の最高裁判決に関する文章が完成する。空欄に入る語句として正し

いものを最も多く含む組合せは，後記１から５までのうちどれか（ただし，同一の語句が２回以上使用さ

れている場合がある。）。

多数意見は（ ① ）及び（ ② ）に関する各最高裁判決を踏襲し，いわゆる（ ③ ）を適用して

（ ④ ）判断を下した。結論を下すに当たって，多数意見は，県の公金が，特定の宗教団体の挙行する

重要な宗教上の祭祀に際して奉納されたことに着目し，こうした形で県が特定の宗教団体とかかわり合

いを持つことは慣習化した（ ⑤ ）とはいえず，一般人に対して，県が当該宗教団体を特別に支援して

おり，その宗教団体が他の宗教団体とは異なる特別のものであるとの印象を与えるものだとした。なお，

多数意見は，憲法第２０条についてのみならず，憲法（ ⑥ ）についても，（ ⑦ ）が適用されるもの

としている。

これに対しては，本件訴訟では第一審，第二審のいずれの判決も（ ⑧ ）を用いながら，第一審判決

は（ ⑨ ）判断を下し，第二審判決は逆の判断を下したことに示されるように，（ ⑩ ）は，審査基準

としては極めてあいまいであり，それに代えて，国家と宗教との（ ⑪ ）が不可能であり，かつ，不合

理な結果を招く場合に限って，例外的に国家と宗教とのかかわり合いを許容することとすべきであると

の意見や，憲法（ ⑫ ）については，（ ⑬ ）を適用する必要はなく，本件訴訟については憲法（ ⑭ ）

に関する判断のみによって（ ⑮ ）の結論が出るとする意見が付されている。

反対意見は，（ ⑯ ）に従うならば，多数意見とは逆の結論が導かれるはずだとし，日本社会特有の

（ ⑰ ）に着目するならば，特定の宗教に深い信仰を抱く人々にも，本件のような公金支出に対して寛

容さが求められるとしている。

【語句群】

ア 違憲 イ 二重の基準 ウ 完全な分離 エ 岩手靖國訴訟

オ 目的効果基準 カ 相当な分離 キ 文化的活動 ク 合理性の基準

ケ 宗教意識の希薄性 コ 第８９条 サ 自衛官合祀訴訟

シ 贈答儀礼の恒常性 ス 第１３条 セ 津地鎮祭訴訟 ソ 第１９条

タ 社会的儀礼 チ 合憲

【組合せ群】

１．ア キ サ ２．ウ シ チ ３．オ ケ タ ４．エ コ セ ５．カ ス ソ
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〔No．18〕 次のアからオまでの記述は，教育を受ける権利に関するものであるが，そのうち，最高裁判所

の判例の趣旨に照らし，明らかに誤っているものを組み合わせたものは，後記１から５までのうちどれか。

ア 憲法第２６条第２項後段にある「義務教育は，これを無償とする。」の意義は，保護者に対してそ

の子女に普通教育を受けさせる際に，その対価を徴収しないことを定めたもの，すなわち授業料を徴

収しないことを定めたものである。ただし，国は保護者の教科書等の費用の負担についても，これを

できるだけ軽減するよう配慮，努力することが望ましい。

イ 文部大臣（当時）は，学校教育法の教科に関する事項を定める権限に基づき，教育の内容及び方法

について，教育の機会均等の確保等の目的のために必要かつ合理的な基準を設定することができる。

問題となった中学校学習指導要領も，全国共通に教授されることが必要な最小限度の基準と考えても

必ずしも不合理とはいえない事項が，その根幹をなしていると認められ，その下における教師による

創造的かつ弾力的な教育の余地や，地方ごとの特殊性を反映した個別化の余地が十分に残されており，

全体としてなお全国的な大綱的基準としての性格を持つものと認められる。

ウ 高等学校教育においても，教師が依然生徒に対し相当な影響力，支配力を有しており，生徒の側に

は，いまだ教師の教育内容を批判する十分な能力は備わっておらず，教師を選択する余地も大きくな

い。これらの点からして，国が，教育の一定水準を維持しつつ，教育の目的達成に資するために，そ

の教育の内容及び方法について遵守すべき基準を定立する必要があり，特に法規によってそのような

基準が定立されている事柄については，教育の具体的内容及び方法につき，高等学校の教師に認めら

れるべき裁量にもおのずから制約が存する。

エ 校長が学校教師に対して入学式において「君が代」斉唱のピアノ伴奏を命じる事案における真の問

題は，当該教師に「君が代」に対する否定的評価それ自体を禁じ，あるいは一定の歴史観ないし世界

観の有無についての告白を強要する点にあるのではなく，そのような伴奏が自らの信条に照らして当

該教師にとって極めて苦痛なことであり，それにもかかわらずこれを強制することが許されるかどう

かという点にある。

オ 一般に社会公共的な問題について国民全体の意思を組織的に決定，実現すべき立場にある国は，国

政の一部として広く適切な教育政策を樹立，実施すべく，また，し得る者として，憲法上は，あるい

は子ども自身の利益の擁護のため，あるいは子どもの成長に対する社会公共の利益と関心にこたえる

ため，教育内容についてもこれを決定する権能を有するものと解することができ，またこれを否定す

べき理由ないし根拠はどこにも見いだすことはできないので，教育内容に対する国家的介入について

は抑制的である必要はない。

１．ア イ ２．イ ウ ３．ウ エ ４．エ オ ５．オ ア

〔No．19〕 次のアからオまでの記述は，裁判の公開に関するものであるが，そのうち，最高裁判所の判例

の趣旨に照らし，明らかに誤っているものを組み合わせたものは，後記１から５までのうちどれか。

ア 家事審判法による夫婦同居に関する審判は，夫婦同居の義務等の法律上の実体的権利義務自体を確

定する趣旨のものではなく，これら実体的権利義務の存することを前提として，裁判所が，同居の時

期，場所，態様等について具体的内容を形成する処分であって，本質的に非訟事件の裁判であるから，

公開の対審及び判決の手続によらなくとも，憲法第８２条に違反しない。

イ 登記義務を懈怠した者に対する過料の制裁は，国家の後見的民事監督の作用であり，その実質にお

いて一種の行政処分としての性質を有するから，非訟事件手続法により非公開の審理手続で過料を科

すことは憲法第８２条に違反しないが，その決定に対する不服申立ては，純然たる訴訟事件の性質を

有するから，行政機関による同種の処分の場合と同様，公開の対審及び判決の手続で行わなければ，

同条に違反する。

ウ 再審を開始するか否かを定める刑事訴訟法の手続は，刑罰権の存否及び範囲を定めるものではない

から，公開の法廷における対審及び判決の手続によらずに，これを非公開の決定手続で行っても，憲

法第８２条に違反しない。

エ 裁判官を懲戒する分限裁判は，純然たる訴訟事件の性質を有するが，当該裁判官の監督権限を有す
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る裁判所の申立てにより審判が開始され，当該裁判所が懲戒事由の存在を主張立証する責任を有する

上，適正手続に配慮された規定も整備されているので，公開の対審及び判決の手続で行わなくとも憲

法第８２条に違反しない。

オ 法廷等の秩序維持に関する法律により裁判所に属する権限は，司法の自己保存等のために司法に内

在する権限に基づくものであり，同法による監置や過料の制裁は，従来の刑事的行政的処罰のいずれ

の範ちゅうにも属しない，本法により設定された特殊の処罰であるから，これを公開の対審及び判決

の手続で行わなくとも，憲法第８２条に違反しない。

１．ア ウ ２．イ エ ３．ウ オ ４．エ ア ５．オ イ

〔No．20〕 次のアからオまでの記述は，国会の地位に関するものであるが，そのうち，正しいものを組み

合わせたものは，後記１から５までのうちどれか。

ア 議院の規則制定権は，憲法が定める国会中心立法の原則の例外であって，各議院は，議事・議決の

定足数等，憲法が直接に規定する事項を除き，その議院における会議その他の手続及び内部の規律に

関する事項について，独自に規則を制定することができるが，国会の召集・開会・会期や両院の協議

会のように，両院に共通するルールや両院の関係については，国会が法律によって規定することがで

きる。

イ 憲法第７３条第６号は，内閣の事務として「憲法及び法律の規定を実施するために，政令を制定す

ること」を定めているから，内閣は，法律を介さずとも，憲法を直接執行するために，国民の権利義

務にかかわる政令を制定することができる。

ウ 憲法改正には国民の投票による承認が必要であること，及び条約には内閣による締結が必要である

ことを除いては，国会は，他の機関の関与を必要とせず，国会のみで立法権を行使できる。

エ 法律案の提出は立法の準備行為にほかならないから，内閣が法案の提出権を独占したとしても，国

会単独立法の原則には反しないし，憲法が議院内閣制を採用していることからすると，行政的な専門

知識に裏打ちされた統一的で十分に調整された法律案を作成する能力に秀でた内閣に法案提出権を独

占させることも憲法は許容しているといえる。

オ 法律には主任の国務大臣の署名と内閣総理大臣の連署が要求され，天皇が公布すべきものとされて

いるが，これらの行為は，いずれも法律の成立要件ではないから，国会単独立法の原則の例外とはな

らない。

１．ア イ ２．イ ウ ３．ウ エ ４．エ オ ５．オ ア
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［民 法］

〔No．21〕 行為能力に関する次のアからオまでの記述のうち，正しいものを組み合わせたものは，後記１

から５までのうちどれか。

ア 保佐人の請求により，被保佐人が居住の用に供している同人所有の建物の売却に関して代理権付与

の審判がされたとしても，被保佐人は，単独でこの建物を売却することができ，制限行為能力者であ

ることを理由にこの売買契約を取り消すことができない。

イ 補助人の請求により，被補助人の同意を得て被補助人所有の絵画の売却に関する同意権付与の審判

がされたが，審判がされたことを被補助人が知らずに，単独でこの絵画を売却したとき，制限行為能

力者であることを理由にこの売買契約を取り消すことができない。

ウ ある者について保佐開始の審判をするとき，この者の同意は必要がない。

エ 未成年者について親権を行う者がなく，かつ，未成年後見人の指定がないとき，家庭裁判所は，申

立てを待たず，職権により，未成年後見人を選任しなければならない。

オ 成年後見人は，家庭裁判所の許可を得れば，成年被後見人が居住の用に供している同人所有の建物

を，成年被後見人に代わって売却することができる。

１．ア イ ２．ア ウ ３．イ エ ４．ウ オ ５．エ オ

〔No．22〕 ＡＢ間の契約により，ＢはＢの所有する掛け軸の所有権をＣに移転し，代金はＡがＢに支払う

こととされた。この場合において，次のアからオまでの記述のうち，正しいものを組み合わせたものは，

後記１から５までのうちどれか。

ア ＣがＡをだましてＢに対する意思表示をさせたとき，Ｂがこのことを知らなかったとしても，Ａは

その意思表示を取り消すことができる。

イ ＣがＢをだましてＡに対する意思表示をさせたとき，Ａがこのことを知らなかったとしても，Ｂは

その意思表示を取り消すことができる。

ウ 第三者であるＤがＢをだましてＡに対する意思表示をさせたとき，Ａがこのことを知っていたなら，

Ｂはその意思表示を取り消すことができ，この場合，ＤがＢをだましたことをＣが知らなかったとし

ても，ＢはＣに対してその意思表示の取消しを対抗することができる。

エ 第三者であるＤがＢをだましてＡに対する意思表示をさせたとき，Ａがこのことを知っていたなら，

Ｂはその意思表示を取り消すことができ，この場合，ＢがＣに掛け軸を現実に引き渡し，かつ，引渡

しの時点でＤがＢをだましたことをＣが知らず，また知らないことに過失がなかったとしても，Ｂは

Ｃに対してその意思表示の取消しを対抗することができる。

オ 第三者であるＤがＢをだましてＡに対する意思表示をさせたとき，Ａがこのことを知らなかったと

しても，Ｃが知っていたなら，Ｂはその意思表示を取り消すことができる。

１．ア イ ２．ア ウ ３．イ オ ４．ウ エ ５．エ オ

〔No．23〕 代理と使者に関する教授の質問に対する次のアからオまでの学生の解答のうち，正しいものを

組み合わせたものは，後記１から５までのうちどれか。

教授 代理と使者について考えてみましょう。まず，代理と使者の異同について説明してみてくださ

い。

学生ア 代理の場合，意思表示をするのは代理人であり，意思表示の瑕疵の有無は代理人について判断

されますが，使者の場合の意思表示の主体は本人ですので，意思表示の瑕疵の有無は本人につい

て判断されるという違いがあります。しかし，代理の場合，法律行為の効果は本人に帰属します

し，使者の場合，意思表示の主体はあくまで本人ですので，代理人や使者になる者には，行為能

力は必要ありませんが，意思能力は必要です。
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教授 それでは，Ａが，Ｃから甲工作機械１台を代金１０００万円で購入する契約を締結するに当た

り，Ｂに契約書の署名・押印を任せることとし，実印を持たせたところ，Ｂは，Ａから頼まれて

きたことを明示して，契約書にＡの氏名を署名した上，持参したＡの実印を押印したという設例

について考えてみましょう。この場合，法律構成としてはどのように説明することが考えられま

すか。

学生イ ＢはＡが決定した売買の意思をＣに伝達しているにすぎず，単にＡの手足として契約書への署

名・押印を実行しているにすぎないと考えて，ＢをＡの使者と考えることができます。

教授 代理と考えた場合には，どのように説明することができますか。

学生ウ Ｂは，Ａから委任を受け，Ａのために契約書に署名・押印して契約を締結したのですから，Ａ

の代理人として法律行為をしたものと考えることができます。この場合，Ｂは直接Ａの氏名を署

名しており，契約書上Ａの代理人であることを明示していませんが，このような場合も顕名主義

に抵触するものではなく，その効果はＡに帰属します。

教授 先ほどの設例で，Ｂは，Ｃから，甲工作機械は納品までに相当時間がかかるが，乙工作機械な

ら，性能は甲工作機械より劣るものの，早期納品が可能であることを聞き，売買の目的を乙工作

機械１台とする契約書に署名・押印したという場合，この売買の効力はどうなりますか。まず代

理と考えた場合はどうでしょう。

学生エ ＢをＡの代理人と考えた場合，代理権の範囲が問題となりますが，設例ではＢには甲工作機械

１台の売買契約を締結する権限が与えられたにすぎませんので，Ｂが乙工作機械１台の売買契約

を締結したのは無権代理行為です。この場合，Ａは実印をＢに預け，ＢはＡから預かったＡの実

印を押しているのですから，Ｂに乙工作機械１台についての売買契約の締結権限があるとＣが信

じ，かつ，信じたことについて過失がないときは，代理権授与の表示による表見代理が成立し，

売買の効果はＡに帰属します。

教授 ＢをＡの使者と考えた場合にはどうなりますか。

学生オ 使者と考えた場合には，Ｂがした乙工作機械１台を買うという表示行為に対応したＡの効果意

思が存在しませんから，錯誤となり，Ａに重大な過失があるときには，Ａはその意思表示の無効

を主張することができません。

１．ア イ ２．ア オ ３．イ エ ４．ウ エ ５．ウ オ

〔No．24〕 債務不履行を理由とする損害賠償に関する次のアからオまでの記述のうち，誤っているものを

組み合わせたものは，後記１から５までのうちどれか。

ア 賃貸人が所有する特定の動産の賃貸借において，賃借物を過失により傷つけた賃借人がこの動産の

価額の全部を賃貸人に支払ったとき，賃借人はこの動産の所有権を取得する。

イ 契約当事者間で債務不履行があった場合の損害賠償額の予定がされているとき，債権者はその債務

不履行の事実が発生したことを立証すれば，損害の発生や損害の額を立証しなくても，債務者に対し

て予定賠償額を請求することができる。

ウ 貸金債務の不履行を理由とする損害賠償の額は，貸金債務についての約定利率が法定利率を下回る

場合であっても，約定利率によって定める。

エ 債権の目的物が滅失したことを理由として債権者が損害賠償の請求をする場合，目的物滅失後にそ

の目的物と同等の物の市場価格が４分の１に下落したとしても，履行不能により通常生ずべき損害と

して，滅失時における目的物の交換価値相当額を請求することができる。

オ 金銭の支払債務を負っている者が，第三者に対して債権者への金銭の支払を委任していたところ，

支払期日とされていた日に発生した巨大地震等の不可抗力により金銭の支払をすることができなかっ

た場合でも，受任者は委任者である債務者に対し，支払遅滞により生じた損害を賠償しなければなら

ない。

１．ア イ ２．ア ウ ３．イ エ ４．ウ オ ５．エ オ
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〔No．25〕 不動産質権に関する教授の質問に対する次のアからオまでの学生の解答のうち，正しいものを

組み合わせたものは，後記１から５までのうちどれか。

教授 ＡがＢに対する債務の担保のために，Ａ所有の土地に質権を設定したとします。Ｂはどのよう

な場合に，この質権を第三者に対抗することができますか。

学生ア 動産質の場合の対抗要件は質物の占有ですが，不動産質の場合は，質物の占有に加えて，質権

の登記が対抗要件となります。

教授 Ｂはこの土地を使用収益することができますか。

学生イ Ｂは，Ａの承諾なしにこの土地を自ら使用することができますし，また，Ａの承諾なしに第三

者に賃貸することもできます。

教授 不動産質権には期間の制限がありますか。

学生ウ 民法では，不動産賃借権の存続期間は２０年までの範囲で定めることができるのと同様に，不

動産質権の存続期間も２０年までの範囲で定めることができます。

教授 ＢはＡに対して被担保債権の利息を請求することができますか。

学生エ 不動産質権の場合，質権者は質物を使用収益することができますから，利息の特約をしても，

その効力は認められません。

教授 Ａが弁済期に債務の弁済をしない場合，Ｂはどのようにして不動産質権を実行することができ

ますか。

学生オ 不動産質権者は，担保不動産競売のほか，担保不動産収益執行によることもできます。

１．ア ウ ２．ア エ ３．イ エ ４．イ オ ５．ウ オ

〔No．26〕 添付に関する教授の質問に対する次のアからオまでの学生の解答のうち，判例の趣旨に照

らし，正しいものを組み合わせたものは，後記１から５までのうちどれか。

教授 不動産への動産の付合が認められるためには，どのような状態になっていなければなりま

せんか。

学生ア 損傷しなければ分離復旧することができなくなった状態になっていなければなりません。

教授 Ａが，ＢからＢ所有の建物を賃借している場合において，Ｂの承諾を得た上で，この建物

を増築したとき，建物から独立していないこの増築部分の所有権は，どのようになりますか。

学生イ たとえ，Ａが増築についてＢの承諾を得ていたとしても，この増築部分の所有権は，Ｂに

帰属します。

教授 Ａが，主従関係のないＢ所有の甲建物及び乙建物のうち，甲建物について抵当権を有して

いる場合に，甲建物及び乙建物が，その間の隔壁を除去する工事により，一つの丙建物とな

ったとき，Ａの抵当権は，どのようになりますか。

学生ウ 甲建物及び乙建物は，共にＢの所有に属していたものであり，丙建物にＢの持分を観念で

きませんので，Ａの抵当権は，その目的を失って消滅します。

教授 Ａが，Ｂとの合意に基づいてＢ所有の土地に樹木を植え，これを所有している場合に，Ｂ

がＣに対しその土地を譲渡し，Ｃへの所有権移転登記をしたとき，この樹木の所有権は，ど

のようになりますか。

学生エ この樹木は，Ｂとの合意があるため土地に付合していませんから，ＢからＣへの土地所有

権移転にかかわりなく，Ａはこの樹木の所有権をＣに主張することができます。

教授 木造建物の建築工事を請け負ったＡが柱組みができた段階で工事を中止したため，注文者

Ｂがその後の工事をＣに依頼し，Ｃが材料を提供して建物を完成させた場合，この建物の所

有権は，どのようになりますか。なお，Ｂは，ＡにもＣにも請負報酬を支払っていないもの

とします。

学生オ Ｃは，加工に関する規定に基づき，完成した建物の所有権を主張することができます。

１．ア ウ ２．ア エ ３．イ エ ４．イ オ ５．ウ オ
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〔No．27〕 即時取得に関する次のアからオまでの記述のうち，誤っているものを組み合わせたものは，後

記１から５までのうちどれか。なお，甲は動産であり，即時取得の規定を適用することができる場合，平

穏・公然・善意・無過失の要件は満たしているものとする。

ア Ａから甲の売却を委任されたＡの代理人Ｂが，Ｃに対しＡの代理人として甲を売却して引き渡した

が，Ａが甲の所有者ではなかった場合，Ｃは甲を即時取得することができる。

イ Ａの無権代理人Ｂが，Ａの所有する甲をＣに売却して引き渡した場合，Ｃは甲を即時取得すること

ができる。

ウ Ａの無権代理人Ｂが，Ｄの所有する甲をＡが所有するものとしてＣに売却して引き渡した場合にお

いて，Ｂの代理行為について表見代理が成立するとき，Ｃは甲を即時取得することができる。

エ Ａの所有する甲を保管しているＢが，甲の所有者と称してＣとの間で賃貸借契約を締結して甲を引

き渡した場合，ＣはＡに対抗できる賃借権を即時取得することができない。

オ Ａの所有する甲を保管しているＢが，Ｃから金銭を借り，その債務を担保するため，甲の所有者と

称して，Ｃとの間でＣを甲の質権者とする合意をして甲を引き渡しても，Ｃは質権を即時取得するこ

とができない。

１．ア イ ２．ア ウ ３．イ オ ４．ウ エ ５．エ オ

〔No．28〕 請負の担保責任に関する教授の質問に対する次のアからオまでの学生の解答のうち，正しいも

のを組み合わせたものは，後記１から５までのうちどれか。

教授 請負の担保責任について検討しましょう。ただし，住宅の品質確保の促進等に関する法律及び

約款については考えないことにします。まず，仕事の目的物に瑕疵があったことを理由とする請

負人の担保責任を考えるとき，瑕疵が発生した時期について，注意しなければならないことがあ

りますか。

学生ア 請負契約の中には仕事の目的物の引渡しが必要なタイプのものがありますが，この場合に，仕

事完成時点で存在していた瑕疵については，請負の担保責任の規律で処理するのに対して，仕事

完成から引渡しまでの間に生じた瑕疵については，売買の担保責任の規律が準用されます。

教授 仕事完成時点で目的物に瑕疵が存在していた場合に，注文者はどうしたらよいでしょう。

学生イ 瑕疵が修補可能かどうかで分けて考えなければなりません。瑕疵が修補不可能な場合には，注

文者は直ちに損害賠償を請求することができますが，修補可能な場合には，注文者はまず修補を

請求しなければならないのであって，修補請求があったにもかかわらず請負人が修補をしなかっ

たときにはじめて，損害賠償を請求することができます。

教授 仕事完成時点で目的物に瑕疵が存在していた場合に，請負人が負担する担保責任には，期間制

限がありますね。

学生ウ はい。例えば，引渡しが必要な鉄筋コンクリート造りの１０階建て建物の建築請負で，建物の

耐震構造に不備があった場合には，引渡しがあった時から１０年で担保責任を問えなくなります。

教授 引渡しが必要な鉄筋コンクリート造りの１０階建て建物の建築請負の例が出ましたが，この場

合に，完成した建物の基幹部分に建物の存立自体を危うくする瑕疵があり，修補が不可能なとき，

注文者は建替えに要する費用に相当する額の損害賠償を請求することができますか。

学生エ いいえ，できません。なぜなら，請負の目的物である建物に瑕疵があっても注文者は契約を解

除することができないところ，このような賠償請求を認めたのでは契約の解除と同様の結果をも

たらすことになるからです。

教授 木造の２階建て建物の建築請負の場合も，請負人が負担する担保責任には，期間制限がありま

すね。

学生オ はい。民法によれば，この場合に請負人が担保責任を負担する期間を両当事者の合意で伸長す

ることは可能ですが，債権一般の消滅時効の期間が上限となります。

１．ア ウ ２．ア エ ３．イ エ ４．イ オ ５．ウ オ
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〔No．29〕 同時履行の抗弁権と留置権との異同に関する教授の質問に対する次のアからオまでの学生の解

答のうち，誤っているものを組み合わせたものは，後記１から５までのうちどれか。

教授 ＡＢ間で，Ａが占有するＡの動産を代金１００万円でＢに売却する旨の合意が成立したとしま

す。これを基本設例とします。この場合，Ｂが動産の引渡しを請求してきたとき，Ａは，同時履

行の抗弁権あるいは留置権を主張することが考えられますね。なお，同時履行の抗弁権と留置権

の競合の問題については，それぞれの要件を満たすならば，どちらの権利も認められるという立

場から考えることにしましょう。

学生 はい。

教授 基本設例に加えて，代金の支払場所はＡの取引金融機関，動産の引渡し場所はＢの倉庫でとい

うように両債務の履行場所が異なって定められているとしましょう。Ａは，同時履行の抗弁権や

留置権を有しますか。

学生ア 留置権について両債務の履行場所が同一であることは要件ではありませんから，Ａは留置権を

有します。他方，同時履行の抗弁権は，両債務の履行場所が同一であることが要件となりますか

ら，Ａは同時履行の抗弁権を有しません。

教授 基本設例の合意の後，Ａが売買の目的物である動産を自分の債権者に質入れした場合，同時履

行の抗弁権や留置権はどうなりますか。

学生イ ＡＢ間の双務契約の関係に変わりはありませんから，同時履行の抗弁権は消滅しませんが，Ａ

は占有を失ったので留置権は消滅します。

教授 基本設例の合意の後，ＢがＡに対して売買代金として支払うべき金銭を消費貸借の目的とする

旨を申し入れ，Ａがこれを承諾した場合，同時履行の抗弁権はどうなりますか。

学生ウ 消費貸借契約は片務契約ですが，当初の契約は双務契約ですから，売買代金として支払うべき

金銭を消費貸借の目的とすることを約したというだけでは同時履行の抗弁権はなくなりません。

教授 基本設例を少し変えて，ＡＢ間の合意で，Ａの動産をＢに売却するが，その代金はＢがＣに対

して支払うという第三者のためにする契約があり，Ｃが受益の意思表示をしたとしましょう。こ

の場合，同時履行の抗弁権はどうなりますか。

学生エ この場合，権利義務の主体が重なり合うわけではありませんが，Ａは同時履行の抗弁権を有し

ます。

教授 訴訟で同時履行の抗弁権や留置権が主張されて，これが認められる場合にはどのような判決に

なりますか。

学生オ 同時履行の抗弁権は債権的な履行拒絶権ですから，引換給付判決となりますが，留置権は物権

ですから，棄却判決となります。

１．ア イ ２．ア エ ３．イ ウ ４．ウ オ ５．エ オ

〔No．30〕 代襲相続に関する次のアからオまでの記述のうち，誤っているものを組み合わせたものは，後

記１から５までのうちどれか。

ア Ａから廃除されたＡの実子Ｂが，Ｂの子Ｃを認知し，その後にＡが死亡した場合，ＣはＡを相続す

ることができない。

イ Ｂの実父Ａが死亡した後，ＢがＡの遺言を偽造して相続欠格に該当した場合，Ａの死亡時に生まれ

ていたＢの実子Ｃは，Ａを相続することができる。

ウ Ｃが実父Ｂから廃除された後にＢが死亡し，その後，Ｂの実父Ａが死亡した場合，ＣはＡを相続す

ることができる。

エ Ｃの実父Ｂが，Ａを養父としＢを養子とする養子縁組をした後，Ｂが死亡し，次いでＡが死亡した

場合，ＣはＡを相続することができない。

オ Ａとその配偶者Ｄとの間の実子ＢがＡを殺害した後にＤが死亡し，その２年後，Ｂの実子Ｃが生ま

れた後にＢが刑に処せられた場合，Ｄを相続するのはＣである。

１．ア イ ２．ア オ ３．イ ウ ４．ウ エ ５．エ オ
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〔No．31〕 貸主Ａが，物を借主Ｂに使用させる場合に関する次のアからオまでの記述のうち，判例の趣旨

に照らし，誤っているものを組み合わせたものは，後記１から５までのうちどれか。

ア Ａから土地を賃借したＢは，土地の登記名義人であるＣから明渡しを求められた場合，土地の引渡

しを受け使用収益をしていたとしても，明渡しを求められた時以降の賃料の支払を拒むことができる。

イ Ｂが帰省に使用する目的でＡから自動車を無償で借り，それに使用するガソリンも借りて同種同量

のものを返還する旨を約した場合，返還の時期の定めがなければ，ＡはＢに対し，いつでも自動車と

ガソリンの返還を求めることができる。

ウ Ｂが賃貸借の期間を定めずにＡから絵画を賃借した場合，Ａも，Ｂも，いつでも解約の申入れをす

ることができる。

エ 賃借権の登記をする旨を合意して，Ａは駐車場として使用する目的で土地をＢに賃貸したが，Ａが

登記申請に協力しない場合，Ｂは土地の引渡しを受け使用収益をしていたとしても，賃料の支払を拒

むことができる。

オ Ａが土地をＢに賃貸し，ＢがＡの承諾のないまま賃借権をＣに譲渡したが，この譲渡についてＡに

対する背信行為と認めるに足りない特段の事情があるため，賃貸借契約の解除が認められない場合，

Ａは，ＢとＣのいずれに対しても，賃料の支払を求めることができる。

１．ア イ ２．ア エ ３．イ オ ４．ウ エ ５．ウ オ

〔No．32〕 甲土地上の乙建物について，判例の趣旨に照らし，法定地上権が成立するものは，次の１から

５までのうちどれか。

１．甲土地をＡが単独で所有し，乙建物をＡとＢが共有している場合において，甲土地のみに抵当権が

設定され，その抵当権が実行されたとき。

２．甲土地をＡとＢが共有し，乙建物をＡが単独で所有している場合において，甲土地のＡの共有持分

のみに抵当権が設定され，その抵当権が実行されたとき。

３．甲土地をＡとＢが共有し，乙建物をＡとＣが共有している場合において，甲土地のＡの共有持分の

みに抵当権が設定され，その抵当権が実行されたとき。

４．甲土地をＡが所有し，乙建物をＢが所有している場合において，甲土地について先順位の抵当権が

設定された後に，甲土地をＢが取得して後順位の抵当権が設定され，その後に，先順位の抵当権が実

行されたとき。

５．甲土地をＡが所有している場合において，甲土地に先順位の抵当権が設定された後，甲土地上にＡ

によって乙建物が建築され，その後，甲土地に後順位の抵当権が設定され，先順位の抵当権が存続し

たままで後順位の抵当権が実行されたとき。

〔No．33〕 親子関係に関する次のアからオまでの記述のうち，誤っているものを組み合わせたものは，後

記１から５までのうちどれか。なお，養親子関係については，特別養子縁組によるものではないものとす

る。

ア 養親が死亡した場合，養子は，家庭裁判所の許可を得て養親と離縁することによって，養親の親族

との親族関係を解消することができる。

イ 協議離縁は，養子が未成年の場合でも，家庭裁判所の許可を要しない。

ウ 養子は，養親と離縁しなくても他の者の養子となることができ，実親及びいずれの養親についても

相続することができる。

エ 親権者は子を監護する義務を負うので，子を認知した父は，親権者になることによって，嫡出でな

い子に対する扶養義務を負うことになる。

オ 婚姻の成立後１００日目に妻が出産した子について夫の嫡出子として出生届がされた場合，嫡出否

認の訴えによらなければ父子関係を争うことができない。

１．ア イ ２．ア オ ３．イ ウ ４．ウ エ ５．エ オ
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〔No．34〕 下記の設例に関する次のアからオまでの記述のうち，誤っているものを組み合わせたものは，

後記１から５までのうちどれか。

【設例】

ＡはＢに対して甲債権を，ＢはＣに対して乙債権をそれぞれ有している（いずれの債権も金銭債権で

ある。）。Ｂは，Ａに対して乙債権の弁済をＢに代わって受領することを委任し，Ａに委任したことを

Ｃに対して確定日付のある証書によって通知した。なお，通知がされた時点で，乙債権の履行期は既に

到来していた。

ア ＣがＢによる上記の通知を受けた後，Ｂに対する反対債権を取得したときは，Ｃはその債権と乙

債権を相殺することができる。

イ 債権譲渡の通知が債務者に到達したときに，その債権の消滅時効が中断するのと同様，Ｂによる

上記の通知がＣに到達したときに，乙債権の消滅時効は中断する。

ウ Ｂによる上記の通知後，ＣがＡに対して支払の猶予を願い出たときは，乙債権の消滅時効は中断

する。

エ Ｂによる上記の通知後，Ｂの債権者Ｄが乙債権を差し押さえたとしても，ＡはＤに優先して債権

の弁済を受けることができる。

オ Ｂによる上記の通知後，Ｂが乙債権をＥに譲渡し，その譲渡をＣに対して確定日付のある証書で

通知したときは，ＣはＥに弁済しなければならない。

１．ア イ ２．ア ウ ３．イ エ ４．ウ オ ５．エ オ

〔No．35〕 保証債務に関する次のアからオまでの記述のうち，誤っているものを組み合わせたものは，後

記１から５までのうちどれか。なお，いずれの契約についても，特約はないものとする。

ア ＡとＢは，Ｂ所有の建物の売買契約を締結し，Ａが契約締結と同時に代金を支払うとともに，Ｂの

債務についてＣが連帯保証人となった。この場合において，ＡがＢの引渡債務の履行遅滞を原因とし

て契約を解除したときは，Ｃは，Ａからの代金相当額の支払請求に応じなければならない。

イ ＡとＢは，Ａ所有の絵画の賃貸借契約を締結し，Ｂはその引渡しを受け，Ｂの債務についてＣが連

帯保証人となったが，その後，ＡとＢの合意により，賃料が増額された。この場合において，Ｂの増

額後の賃料支払債務の履行遅滞を原因として，Ａが契約を解除したときは，Ｃは，Ａからの増額後の

不払いの賃料及び契約終了後の賃料相当額の損害金の支払請求に応じなければならない。

ウ Ａと建設会社Ｂは，建物の建築請負契約を締結し，Ａがこの契約に基づいて前払金をＢに支払い，

Ｂの債務についてＣが連帯保証人となった。この場合において，Ｂの資金難から工事が遅延したので

契約が合意解除され，その際，ＢがＡに対し，前払金から工事の出来高の適正評価額を差し引いた残

額の返還を約したときは，Ｃは，Ａからのその残額の支払請求に応じなければならない。

エ ＡとＢは，１００万円の消費貸借契約を締結し，ＡがＢに１００万円を交付するとともに，Ｂの債

務についてＣが連帯保証人となったが，Ｂは契約締結当時に被保佐人であり，ＣはＢが保佐人の同意

を得ずに契約を締結したことを知っていた。この場合において，Ｂが契約を取り消したときは，Ｃは，

Ａからの１００万円の支払請求に応じなければならない。

オ ＡがＡ所有の絵画を有名画家の作品であると偽ってＢとの間で売買契約を締結し，Ｂの債務につい

てＣが連帯保証人となった。この場合において，ＢがＡに対して追認を拒絶したときは，Ｃは，保証

人として，Ａからの代金の支払請求に応じなければならない。

１．ア イ ２．ア ウ ３．イ オ ４．ウ エ ５．エ オ

〔No．36〕 ぺットショップを営むＡは，Ｂとの間で，売買の目的として，「生後３か月以内のオスの柴犬」

という条件に合う子犬１匹の売買契約を締結し，翌日柴犬の子犬１匹（甲）をＢ宅に届けたところ，Ｂは，

甲を気に入り，甲を受領した。その直後，Ａは，甲が所有者Ｘから預かっていたものであり，誤って届け

たことに気付いた。この事例に関する次のアからオまでの記述のうち，誤っているものを組み合わせたも

のは，後記１から５までのうちどれか。



- 22 -

ア 甲がＸ所有のものであることをＢが知らず，かつ，知らないことについて過失がない場合，ＸもＡ

も，Ｂに対し，別の生後３か月以内のオスの柴犬１匹と引換えにであっても，甲の返還を請求するこ

とができない。

イ 甲がＸ所有のものであることをＢは知らなかったが，知らないことについて過失がある場合，Ｘは，

Ｂに対し，甲の返還を請求することができるが，Ａは，Ｂに対し，別の生後３か月以内のオスの柴犬

１匹と引換えでなければ，甲の返還を請求することができない。

ウ 甲がＸ所有のものであることをＢは知らなかったが，知らないことについて過失がある場合におい

て，Ｂが甲を受領した翌日，Ｂから甲を譲り受けて引渡しを受けたＣが，甲がＸ所有のものであるこ

とを知っていたときは，Ｘは，Ｃに対し，甲の返還を請求することができ，また，Ａは，Ｃに対し，

別の生後３か月以内のオスの柴犬１匹と引換えに，甲の返還を請求することができる。

エ 甲がＸ所有のものであることをＢは知らなかったが，知らないことについて過失がある場合におい

て，Ｂが甲を受領した翌日，そのことを知ったＢから，同日甲を譲り受けて引渡しを受けたＣも甲が

Ｘ所有のものであることを知っていたときは，Ｘは，Ｃに対し，甲の返還を請求することができ，ま

た，ＣがＢに対し甲を返還したときは，Ａは，Ｂに対し，別の生後３か月以内のオスの柴犬１匹と引

換えでなければ，甲の返還を請求することができない。

オ 甲がＸ所有のものであることをＢは知っていたが，Ｂが甲を受領した翌日，Ｂから甲を譲り受けて

引渡しを受けたＣは甲がＸ所有のものであることを知らず，かつ，知らないことについて過失がない

ときは，Ｘは，Ｃに対し，甲の返還を請求することができないが，Ａは，Ｃに対し，別の生後３か月

以内のオスの柴犬１匹と引換えに，甲の返還を請求することができる。

１．ア イ ２．ア エ ３．イ オ ４．ウ エ ５．ウ オ

〔No．37〕 売主の担保責任に関する規定についての，次の学生アからオまでの会話中の，ａからｅまでは，

それぞれ，下記の「売主の担保責任」欄に掲げた①から⑤までのいずれか一つを指しているが，正しいも

のを組み合わせたものは，後記１から５までのうちどれか。

学生ア （ ａ ）では，「契約をした目的を達することができない」ことが解除の要件とされているよ。

瑕疵担保責任はこの（ ａ ）の規定を準用しているんだね。

学生イ （ ｂ ）では，担保責任の効果として代金の減額が明文で認められているんだね。（ ｂ ）に

関する規定は（ ｃ ）で準用されているけれど，（ ｂ ）と（ ｃ ）とではどこが違うんだろう。

学生ウ （ ｃ ）の場合，買主が事情を知らなかったときだけ，担保責任が成立するんだね。でも，

（ ｂ ）では，解除と損害賠償については，買主が事情を知らなかったことが要件とされている

けれど，代金の減額については，買主が事情を知らなかったことは要件とされていないよ。

学生エ （ ｄ ）では，買主が事情を知っていたときは損害賠償を請求できないとされているけれど，

（ ｅ ）では，買主が損害を受けたら，賠償請求できることになっているね。

学生オ でも，（ ｄ ）の場合に，買主が事情を知っていたときでも，売主の責めに帰すべき事由によ

って債務を履行できなくなったのであれば，買主は売主に対して債務不履行一般の規定にしたが

って損害賠償請求をすることができるとするのが判例だよ。

【売主の担保責任】

① 他人の権利の売買における売主の担保責任

② 権利の一部が他人に属する場合における売主の担保責任

③ 数量の不足又は物の一部滅失の場合における売主の担保責任

④ 地上権等がある場合等における売主の担保責任

⑤ 抵当権等がある場合における売主の担保責任

１．ａ－③ ２．ｂ－① ３．ｃ－② ４．ｄ－④ ５．ｅ－⑤
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〔No．38〕 Ａが死亡した場合におけるＡＢ間の法律関係についての，次のアからオまでの記述のうち，正

しいものを組み合わせたものは，後記１から５までのうちどれか。

ア ＡがＢに対してしたＡ所有の建物の生前贈与は，それが書面によらず，かつ，Ａの死亡までに履行

がされていない場合，Ａの死亡によって効力を失う。

イ ＡがＢに対して，預金通帳を預けて，Ａの入院中の費用の支払及び死亡後の葬儀の手配や費用の支

払を委任した場合，Ａの死亡により，Ａ死亡までの入院費用の支払についての委任契約は存続するが，

葬儀についての委任契約は終了する。

ウ ＡがＢに対してＡ所有の建物を無償でＢに使用させる契約を締結した場合，Ａが死亡しても，この

建物についての使用貸借契約は終了しない。

エ ＡがＡ所有の建物についてのＡＢ間の売買契約を解除する意思表示を発信したが，それがＢに到達

する前にＡが死亡した場合，解除の意思表示は効力を失う。

オ ＢからＡ所有の建物の売買契約の申込みを受けたＡが，承諾の意思表示を発信したが，それがＢに

到達するまでにＡが死亡した場合，到達時にＢがＡの死亡を知っていたとしても，承諾の意思表示は

効力を失わない。

１．ア エ ２．ア オ ３．イ ウ ４．イ エ ５．ウ オ

〔No．39〕 不動産の物権変動における対抗要件に関する次のアからオまでの記述のうち，判例の趣旨に照

らし，正しいものを組み合わせたものは，後記１から５までのうちどれか。

ア ＡがＢ所有の土地を占有し，取得時効が完成した後に，ＣがＢから当該土地の譲渡を受けた。この

場合，Ａは，当該土地の所有権取得について登記をしなければ，Ｃに対し当該土地の所有権を主張す

ることができない。

イ ＡがＡ所有の土地をＢに売却し，引渡しもされたが，Ｂへの所有権移転登記をする前にＡが死亡し，

ＣがＡを単独で相続したところ，Ｂも間もなく死亡し，遺産分割の結果，Ｄが当該土地を相続するこ

とになった。この場合，Ｄは所有権移転登記をしなくても，Ｃに対し当該土地の所有権を主張するこ

とができる。

ウ ＡがＡ所有の土地をＢに売却し，さらにＢがＣに当該土地を転売した後に，Ｂが売買代金を支払わ

ないので，ＡがＢとの売買契約を解除した。この場合，Ｃは，所有権移転登記をしなくても，Ａに対

し当該土地の所有権を主張することができる。

エ ＡがＢにだまされてＡ所有の土地をＢに売却し，Ｂへの所有権移転登記をした後に，詐欺を理由に

Ｂに対する意思表示を取り消した。その後，Ｂが，そのような事情を知らないＣに当該土地を譲渡し

た場合，Ａは，所有権移転登記の抹消登記をしなくても，Ｃに対し当該土地の所有権を主張すること

ができる。

オ ＡがＢ所有の甲土地をＢから譲り受けたが，甲土地はＣ所有の乙土地に囲まれていて公道に通じな

い土地であった。この場合，Ａは，甲土地のＡへの所有権移転登記をしなければ，Ｃに対し乙土地を

通行する権利を主張することができない。

１．ア イ ２．ア ウ ３．イ エ ４．ウ オ ５．エ オ

〔No．40〕 被相続人Ａについて相続が開始した場合における，相続の承認，放棄に関する次のアからオま

での記述のうち，誤っているものを組み合わせたものは，後記１から５までのうちどれか。

ア Ａの相続人Ｂが相続の承認も放棄もしないまま死亡した場合，Ｂの相続人Ｃは，Ｂの相続を放棄し，

その後にＡの相続を承認することはできないが，Ａの相続を放棄し，その後にＢの相続を放棄するこ

とはできる。

イ Ａの相続人Ｂが相続の放棄をしたことによって新たにＣが相続人となり，Ｃが承認をした後にＢが

相続財産を隠匿した場合，Ｂが単純承認をしたものとみなされることはない。

ウ Ａの相続人Ｂが限定承認をした場合，Ｂが生前Ａに対し貸金債権を有していたとしても，相続財産

からその弁済を受けることはできない。
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エ Ｂが，後で父Ａの了解を得るつもりで，Ａの財産を勝手に処分したところ，その処分の前にＡが死

亡していたことが判明した場合であっても，この処分を理由に，Ｂについて単純承認が成立すること

はない。

オ Ａの相続人Ｂ，Ｃ，Ｄが共同して限定承認をしたところ，限定承認の申述以前に，Ｂが相続財産の

一部を処分していたことが判明した場合，Ｂ，Ｃ，Ｄは単純承認をしたものとみなされる。

１．ア エ ２．ア オ ３．イ ウ ４．イ エ ５．ウ オ
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［刑 法］

〔No．41〕 後記文章の（ ）内から適切なものを選び，【 】内に次のⅠからⅣまでのいずれか異なる適

切な事例を入れると，不真正不作為犯に関する記述となる。①から⑬までに入るものの組合せとして正し

いものは，後記１から５までのうちどれか。

【事例】

甲（３０歳）は，幼児Ｘが川へ落ちるのを川岸で目撃した。川の水深は浅く大人であれば容易にＸを

救助することは可能であり，甲は救助しなければその幼児は死亡するだろうと思ったものの死んでも構

わないと思い，Ｘを川から引き上げることをしなかった。Ｘは

Ⅰ 甲の親族ではなかったが，甲はＸを実子Ｙと見間違えていた。その後，Ｘはおぼれて死亡した。

Ⅱ 甲の実子で，その後，おぼれて死亡した。なお，その当時，甲は歩行不能だった。

Ⅲ 甲に引き取られて養育されていたが甲の養子ではなかった。当時，甲は，Ｘを他人の子Ｚと見間

違えて救助しなかった。その後，Ｘはおぼれて死亡した。

Ⅳ 甲の実子で，Ｘは川に転落した時に頭部を打撲し，その後，しばらくして頭部打撲により生じた

脳挫傷により死亡した。仮に，甲がＸを川から救助したとしてもその死亡は避けられなかった。

【記述】

「不真正不作為犯は，①（ａ不作為と結果との間の因果関係・ｂ作為義務）が認められるすべての場

合に成立するとすれば処罰範囲が広がるので②（ａ不作為と結果との間の因果関係・ｂ作為義務）が認

められる場合にのみ成立する。【 ③ 】の事例では（ ② ）は認められず，甲に殺人罪は成立しない。

（ ② ）が認められる根拠を④（ａ法律上の義務・ｂ道徳上の要請）に限定しても，【 ⑤ 】の事例に

おいては，⑥（ａ甲がＸを救助することが容易であった・ｂ甲がＸを養育していたのは事務管理に当たる）

ので，（ ② ）が認められると考えることができる。ただし，この場合，（ ② ）を構成要件要素と考

える見解によると，⑦(ａ事実の錯誤・ｂ違法性の錯誤）により，甲に殺人罪は成立しないこととなる。

これに対し，（ ② )の発生を根拠づける事実の存在は⑧（ａ構成要件要素・ｂ違法要素）と解し，

（ ② ）自体は，⑨（ａ構成要件要素・ｂ違法要素）であるとの考え方もあるが，この考えに対しては，

そのような区別は困難であるとの批判がある。また，（ ② ）が認められる前提としては⑩（ａ作為に

よる結果回避可能性・ｂ作為の可能性）が必要であるが，【 ⑪ 】の事例では（ ⑩ ）が認められず，

甲に殺人罪は成立しない。なお，（ ① ）の存否は，⑫（ａ期待された行為がなされなければ結果が発

生しなかったであろう・ｂ期待された行為がなされれば結果が発生しなかったであろう）といえるかに

より判断され，【 ⑬ 】の事例では（ ⑫ )とはいえないことになる。」

１．①ａ⑧ａ⑬Ⅳ ２．①ｂ⑤Ⅲ⑩ｂ ３．②ｂ⑨ｂ⑪Ⅳ

４．③Ⅰ⑥ｂ⑫ａ ５．④ｂ⑦ｂ⑪Ⅱ

〔No．42〕 次の文章の（ ）内に語句群から適切な語句を入れると，被害者の同意並びに後記Ⅰ及びⅡの

事例における甲の罪責に関する記述となる。①から⑮までに入るものの組合せとして正しいものは，後記

１から５までのうちどれか。

「法益の主体である被害者が自己の法益に対する侵害に同意した場合，（ ① ）又は（ ② ）が阻却

されることがある。被害者の同意がある場合に（ ① ）が阻却される例としては（ ③ ）罪や（ ④ ）

罪が挙げられる。事例Ⅰにおいて，甲が『自分は警察官である。』とＸにうそをついた場合，（ ⑤ ）

との考えによれば，甲に（ ③ )罪が成立するが，甲がＸの知人であった場合，（ ⑥ ）との考えによ

れば，甲に（ ③ ）罪は成立しない。また，事例Ⅱにおける甲の行為は（ ⑦ ）として（ ⑧ ）罪の

（ ① ）は認められると考えた上，被害者の同意が（ ② ）を阻却する根拠を（ ⑨ ）ことに求める立

場に立ち，（ ⑩ ）と考えれば，甲に（ ⑧ ）罪が成立することになり，（ ② ）を阻却する根拠を

（ ⑪ ）ことに求める立場に立ち，（ ⑫ ）と考えれば，甲に（ ⑧ ）罪は成立しないことになる。な
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お，被害者の有効な同意があった場合でも，（ ⑬ ）については（ ⑭ ）罪が成立する。また，（ ⑮ ）

罪については，被害者が１３歳未満の男女の場合，その同意があったとしても同罪が成立する。」

【事例】

Ⅰ 甲は，窃盗の下見のために一人暮らしをしているＸ宅に入ろうと考え，Ｘに「防犯のため居宅内

を確認させてほしい。」とうそをつき，これを信じたＸの承諾を得てＸ宅に立ち入った。

Ⅱ 暴力団組員Ｘは，自己の不始末について謝罪するため，仲間の組員甲に自己の小指を切断するよ

うに依頼した。甲は，これを承諾し，Ｘの小指を包丁で切断した。

【語句群】

ア 住居侵入 イ 強制わいせつ ウ 殺人 エ 同意殺人 オ 傷害

カ 窃盗 キ 構成要件該当性 ク 違法性

ケ 身体の完全性ないし生理的機能を害している

コ 被害者の同意に基づいてなされた行為が社会的に相当である

サ 法益の主体が同意により処分可能な利益を放棄したため保護すべき法益が存在しない

シ 甲の不正な行為によりＸが誤信して同意しており，Ｘの同意は無効である

ス 住居に入ってから何をするかという目的についてのＸの錯誤は考慮すべきではない

セ Ｘの同意によりＸの身体の保護という法益が欠ける

ソ 甲の行為は公序良俗に反するもので社会的に相当な行為とはいえない

１．①ク⑧オ⑪サ ２．②キ⑦ケ⑮イ ３．③ア⑤シ⑭ウ

４．④カ⑩ソ⑫セ ５．⑥ス⑨コ⑬エ

〔No．43〕 次のⅠからⅤまでのいずれの事例においても甲に横領罪（刑法第２５２条第１項の罪）も業務

上横領罪（同法第２５３条の罪）も成立しないという結論に至ったとして，各事例と後記アからオまでの

これらの罪が成立しない適切な理由を組み合わせた場合，各事例とこれらの罪が成立しない理由の組合せ

として正しいものは，後記１から５までのうちどれか。

【事例】

Ⅰ 甲は，Ｘから，Ｘが１０年前に購入したが不要になってＸ方裏庭に放置してある陶器製のたぬき

の置物を川に投棄するよう頼まれて受け取ったが，その置物を気に入り自分のものにしようと思い，

それを自宅に持ち帰った。

Ⅱ Ｘ会社の情報管理課長甲は，同社の顧客の個人情報を同社ホストコンピュータ内の磁気ディスク

に記録してその電子データを管理していたが，Ｘ会社のライバル会社に勤める友人から頼まれて，

記憶に残っているＸ社の重要顧客に関する情報をその友人に口頭で教えた。

Ⅲ 甲は，近所に住む同姓の別人Ｘあての箱入りメロンがＹデパートから甲方に間違って配達された

後，それがＸあてのものと気付いたが，メロンが好きだったので，それを食べた。

Ⅳ 甲は，Ｘ会社本社ビルの警備員として同ビル内を見回っていた際，同ビル社長室の執務机引き出

しにあったＸ会社の資金５０万円を自分のものにするつもりで，それを自宅に持ち帰った。

Ⅴ 甲は，Ｘ会社経理課長として同社の資金を経理課金庫に保管していたが，その中の５０万円を自

分のものにしようと思い，正当な出金を装うために現金出納簿のデータを改ざんした。

【横領罪も業務上横領罪も成立しない理由】

ア 財物を甲が自ら占有していたとはいえない。

イ 甲の占有や領得の対象が財物であるとはいえない。

ウ 甲が占有する財物は他人の所有するものとはいえない。

エ 甲による財物の占有は委託信任関係に基づくものとはいえない。

オ 甲が財物を自己の利益のために用いる意思を発現させてその財物を領得したとはいえない。

１．Ⅰイ－Ⅱウ ２．Ⅰウ－Ⅳア ３．Ⅱオ－Ⅲア ４．Ⅲエ－Ⅴイ ５．Ⅳエ－Ｖオ
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〔No．44〕 学生ＡないしＤは，実行の着手時期に関し，後記ⅠからⅣまでのいずれか異なる見解を採った

上，次の事例について会話している。（ ）内に語句群から適切な語句を入れた場合，各学生とその採用

する見解及び①から⑦までに入るものの組合せとして正しいものは，後記１から５までのうちどれか。

【事例】

甲は，Ｘを殺害しようと考え，配送業者乙に有毒ガスが発生する装置を組み込んだ観葉植物の鉢植え

を渡してＸ宅に届けるよう頼み，情を知らない乙がＸ宅にそれを届けて設置したところ，その３日後，

その装置が作動し，有毒ガスが発生してＸが死亡した。

【見解】

Ⅰ 構成要件に該当する行為の少なくとも一部が行われた時点

Ⅱ 法益侵害の具体的危険が発生した時点

Ⅲ 遂行的行動により犯意の成立が確定的に認められた時点

Ⅳ 構成要件の実現に至る現実的危険性を含む行為が行われた時点

【発言】

学生Ａ 僕の見解によると，間接正犯の実行の着手時期は（ ① ）になると考える。（ ② ）からだ。

僕の考えでは，事例では，（ ③ ）で実行の着手を認めることになる。

学生Ｂ Ａ君の見解は，実行の着手時期に関し，犯罪意思を重視しながら客観的要素も持ち込んでい

るが，客観的要素の範囲が明確となり難く恣意的判断を招きやすい点で妥当でない。僕も，間

接正犯の実行の着手時期は（ ① ）になると考える。（ ④ ）からだ。

学生Ｃ Ａ君の考えもＢ君の考えも，間接正犯の実行の着手時期が早くなりすぎて妥当でない。僕は，

実行の着手の概念は，未遂処罰の段階を画する概念であるので，行為を離れて（ ⑤ ）で実行

の着手を認めればよく，間接正犯の実行の着手時期についても，（ ① ）や（ ⑥ ）と形式的

に考える必要はないと思う。僕の考えでは，事例では，（ ⑦ ）で実行の着手を認めることに

なる。

学生Ｄ 実行の着手に必要な結果発生の現実的危険は，あくまで行為の危険と考えるべきであるから，

僕は，やはり間接正犯の実行の着手時期は（ ① ）になると考える。

【語句群】

ア 被利用者の犯罪行為が開始された時点

イ 結果発生の具体的危険が惹起された時点

ウ 有毒ガスが発生する装置が作動する直前

エ 甲が乙に観葉植物の鉢植えを届けるよう頼んだ時点

オ 利用者が被利用者を犯罪に誘致する行為を行った時点

カ 利用者が被利用者を犯罪に誘致する行為をすれば，犯意の成立が確定的に認められる

キ 構成要件に該当する行為を開始したときに実行の着手を認めるべきであるが，間接正犯の場合に

は，正犯自身が行った行為を構成要件に該当する行為としてとらえるべきである

１．ＡⅢ－④キ⑤ア ２．ＢⅠ－②カ⑥オ ３．ＣⅡ－①オ⑥ア

４．ＤⅡ－③エ⑦ウ ５．ＤⅣ－③ウ⑤イ

〔No．45〕 学生ＡないしＤは，予備罪に関する後記各論点に関し，後記各見解のうちいずれかを採ってお

り，各学生が採る見解の組合せはいずれも異なっている。各学生は，次の事例における甲の罪責について

後記ⅠからⅢまでの結論に至っており，後記発言は，各学生が後記各論点について述べたものである。学

生とその採用する見解及び至った結論の組合せとして正しいものは，後記１から５までのうちどれか。

【事例】

甲は，Ｘの留守をねらってＸ宅で窃盗をしようと考えていたが，Ｘ宅で物色中にＸが帰宅して発見さ

れたときは，Ｘを脅して逃げる目的で包丁を準備した。その後，甲は，これを所持してＸ宅に向かった

が，Ｘ宅に侵入する前にＸがかわいそうになり犯行を断念した。

【論点１ 強盗予備罪（刑法第２３７条の罪）の成否】
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見解ア 刑法第２３７条の「強盗の罪を犯す目的」には事後強盗罪を犯す目的も含まれる。

見解イ 刑法第２３７条の「強盗の罪を犯す目的」には事後強盗罪を犯す目的は含まれない。

【論点２ 予備罪に対する中止犯規定（刑法第４３条ただし書）の準用の有無】

見解α 予備罪に中止犯規定は準用される。

見解β 予備罪に中止犯規定は準用されない。

【甲の罪責についての結論】

Ⅰ 強盗予備罪が成立し，その刑を減軽し，又は免除し得る。

Ⅱ 強盗予備罪が成立し，その刑を減軽，免除いずれもし得ない。

Ⅲ 強盗予備罪は成立しない。

【発言】

学生Ａ 僕は，予備罪が成立するためには，確定的な「罪を犯す目的」が必要だと考える。そして，

事後強盗は，逮捕を免れるためなどにとっさに暴行・脅迫を加える犯罪類型であると考え，論

点１についての自説を決めた。

学生Ｂ 僕は，論点１についてのＡ君の考えには反対だ。論点２については，予備罪は予備行為があ

れば直ちに成立するから中止しても予備罪の評価を受けることを根拠に自説を導いた。

学生Ｃ 殺人予備罪には情状により刑を免除できる旨の規定があるが，強盗予備罪には刑の免除の規

定がないので論点２について僕のように考えないと，刑の権衡を失することになる。

学生Ｄ 事後強盗の意思がある場合には，単なる窃盗の予備とはいえないので論点１について僕のよ

うに考えても不都合はないと思う。

１．ＡイαⅢ ２．ＢアβⅠ ３．ＣイαⅢ ４．ＤアαⅡ ５．ＤイβⅠ

〔No．46〕 後記アからオまでの記述は，次の事例における甲に刑法第４２条第１項の自首が成立するか否

かに関するものである。アからオまでの記述のうち，正しいものを２個組み合わせたものは，後記１から

５までのうちどれか。

【事例】

甲は，Ｘが所有し占有する自転車を盗んで帰る途中で警察官Ｙに職務質問された。甲がその自転車は

友人Ｚからもらった旨の虚偽の説明をしたところ，警察官Ｙは自転車の登録番号を確認しただけで甲を

解放した。数日後，甲は，警察署に赴き，自転車窃盗に関する事実について警察官Ｙに申告した。

【記述】

この事例において，

ア 甲が自己の犯罪である旨の申告をしたものの，悔悟や反省等の動機に基づかずに申告に及んだと

すれば，自首は成立し得ない。

イ 甲は自己の犯罪である旨の申告をした。その際，警察官Ｙが自転車を盗んだ犯人については見当

がついていなかったものの登録番号から自転車が盗まれたものである旨の嫌疑を相当程度抱いてい

たとすれば，自首は成立し得ない。

ウ 甲は自己の犯罪である旨の申告をした。その際，警察官Ｙが既に行ったＺからの事情聴取等によ

り甲が自転車を盗んだ旨の嫌疑を相当程度抱いて甲を警察署に呼び出して追及したため，甲が観念

して申告に及んだとすれば，自首は成立し得ない。

エ 甲は自己の犯罪である旨の申告をした。その際，警察官Ｙが職務質問時における甲の虚偽の説明

によってＺが自転車を盗んだ旨の嫌疑を相当程度抱いていたとすれば，自首は成立し得ない。

オ 甲が自分ではなくＺが自転車を盗んだ旨の申告をしたとすれば，自首は成立し得ない。

１．ア イ ２．ア オ ３．イ エ ４．ウ エ ５．ウ オ

（参照条文）

刑法第４２条第１項 罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは，その刑を減軽することが

できる。
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〔No．47〕 学生ＡとＢは，次のⅠ及びⅡの事例における甲の罪責に関し会話している。発言中の（ ）内

から適切なものを選び，【 】内に語句群から適切な語句を入れ，《 》内にⅠ又はⅡのいずれか異なる

適切な事例を入れた場合，①から⑫までに入るものの組合せとして正しいものは，後記１から５までのう

ちどれか。

【事例】

甲は，Ｘが木の棒を持っているのを見て，Ｘが木の棒で甲の腰部を殴ろうとしているものと誤信し，

自己の身体を防衛するため，防衛の程度を超えて，鉄の棒でＸの頭部を殴って負傷させた。甲は

Ⅰ 鉄の棒を木の棒であると誤信した上，それがＸの腰部に当たると誤信していた。

Ⅱ 鉄の棒がＸの頭部に当たることを認識していた。

【発言】

学生Ａ 事例Ⅰで甲は【 ① 】ので，甲には傷害罪の故意が認められず過失傷害罪が，事例Ⅱで甲は

【 ② 】ので，傷害罪の故意が認められ同罪が，それぞれ成立し得ると考える。この点は，僕

もＢ君も同じだね。

学生Ｂ 僕は，刑法第３６条第２項に刑の裁量的減免が定められている根拠について，【 ③ 】と考

えるので，ⅠとⅡのいずれの事例でも同項を④（ａ準用し得る・ｂ準用し得ない）と考える。

学生Ａ 僕は，Ｂ君と異なり，その根拠については【 ⑤ 】と考えるので，ⅠとⅡのいずれの事例で

も同項を⑥（ａ準用し得る・ｂ準用し得ない）と考える。

学生Ｂ 【 ⑦ 】という事例では，僕の考えでもＡ君の考えでも，甲に過失傷害罪が成立し得ること

となり，刑法第３６条第２項を⑧（ａ準用し得る・ｂ準用し得ない）と考えることになるよね。

この結論は，《 ⑨ 》の事例についてのＡ君の結論と整合性が欠けるのではないか。

学生Ａ そもそも【 ⑦ 】という事例は過剰性の問題はなく，刑法第３６条第２項の適用の問題も生

じないので，実際には頭部を殴った事例と異なる結論になるのは当然だ。むしろ，【 ⑩ 】と

いう事例では，僕の考えでもＢ君の考えでも，甲に傷害罪が成立し得ることとなり，刑法第３

６条第２項を⑪（ａ適用し得る・ｂ適用し得ない）と考えることになるが，この結論は，

《 ⑫ 》の事例についてのＢ君の結論と整合性に欠けると思う。

【語句群】

ア 正当防衛の要件に当たる事実がすべて存在するものと誤信している

イ 正当防衛の要件に当たる事実のうちの一部のみについて存在するものと誤信しているにすぎない

ウ 法益侵害が急迫不正の侵害に対するものであるので，そうでない場合に比べ，違法性が減少する

エ 緊急状態下での心理的動揺を考慮すれば，強い非難を加えることはできず，責任が減少する

オ 甲は，Ｘが木の棒で甲の腰部を殴ろうとしてきたので，自己の身体を防衛するため，防衛の程度

を超えて，鉄の棒でＸの頭部を殴って負傷させたが，甲は，鉄の棒がＸの頭部に当たることを認識

していた

カ 甲は，Ｘが木の棒を持っているのを見て，Ｘが木の棒で甲の腰部を殴ろうとしているものと誤信

し，自己の身体を防衛するため，木の棒でＸの腰部を殴って負傷させた

１．①ア③ウ⑫Ⅰ ２．②イ⑤ウ⑧ａ ３．③エ⑦カ⑨Ⅰ

４．④ａ⑩オ⑪ｂ ５．⑥ａ⑧ｂ⑫Ⅱ

〔No．48〕 後記文章の（ ）内に語句群から適切な語句を入れ，【 】内に次のⅠからⅢまでのいずれか

異なる適切な事例を入れると，共犯からの離脱に関する記述となる。①から⑬までに入るものの組合せと

して正しいものは，後記１から５までのうちどれか。

【事例】

Ⅰ 甲は，Ｘから金品を強取することを乙と共謀し，乙と共にＸを縛り上げたが，乙に「やめる。」

と告げて立ち去った。その後も乙はＸに暴行を加えてＸから金品を奪った。

Ⅱ 甲は，Ｘから金品を強取することを乙と共謀したが，Ｘに会う前に乙に「やめる。」と告げて立

ち去った。その後，乙はＸを縛り上げるなどの暴行を加えてＸから金品を奪った。
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Ⅲ 甲は，けん銃でＸを脅して金品を強取することを乙と共謀し，自らけん銃を準備して乙に渡した

が，Ｘに会う前に乙に「やめる。」と告げて立ち去った。その後，乙は甲から渡されたけん銃でＸ

を脅してＸから金品を奪った。

【記述】

「共犯は，その行為が法益侵害に対して因果的な寄与をしたから処罰されると考えるならば，共犯と

は，他の犯罪関与者を媒介とした間接的な法益侵害行為と解することとなる。この考え方に立ち，共犯

からの離脱について検討すると，【 ① 】の事例の場合，甲の（ ② ）の時期が（ ③ ）であり，共謀

の形成に関して甲が（ ④ ）ときは，（ ⑤ ）がなされ，（ ⑥ ）を消滅させたといえる場合には，甲

は不可罰となる。この事例において，共謀の形成に関して甲が（ ⑦ ）ときは，（ ⑤ ）までは不要で

あり，（ ② ）がなされたと認められるときは，（ ⑥ ）を消滅させたといえ，甲は不可罰となる。

【 ⑧ 】の事例の場合，甲の（ ② ）の時期が（ ③ ）であり，甲は，（ ⑨ ）をしておらず，（ ⑩ ）

を消滅させたとはいえないため，強盗罪の共犯が成立する。【 ⑪ 】の事例の場合，甲の（ ② ）の時

期が（ ⑫ ）であり，甲は，（ ⑬ ）をしておらず，（ ⑥ ）及び（ ⑩ ）を消滅させたとはいえない

ため，強盗罪の共犯が成立する。」

【語句群】

ア 実行の着手前 イ 実行の着手後

ウ 物理的因果性 エ 心理的因果性

オ 離脱の意思表示 カ 結果発生の阻止

キ 提供した道具の取戻し ク 積極的な中止への説得活動

ケ 従属的な役割にとどまる コ 指導的な役割を果たした

１．①Ⅲ⑥ウ⑫イ ２．①Ⅱ⑦ケ⑩エ ３．②オ⑤ク⑪Ⅰ

４．③ア⑧Ⅱ⑬キ ５．④コ⑨カ⑪Ⅲ

〔No．49〕 学生ＡないしＤは，住居侵入等の罪及び監禁の罪に関する後記各論点について，後記各見解の

うちいずれかを採っており，各学生が採る見解の組合せはいずれも異なっている。後記発言は，各学生が

次の事例における甲の罪責について述べたものである。各学生とその採用する見解の組合せとして正しい

ものは，後記１から５までのうちどれか。

【事例】

甲は，窃盗の目的で，「万引き禁止」の張り紙がされたＸ経営の文具店に客を装って入ったところ，

Ｘが同店奥の倉庫内でうたた寝をしていたことから，Ｘに気付かれないように同倉庫の外からかぎを掛

けてＸを倉庫内に閉じ込め，店内の商品を窃取した。その後，甲は開錠して逃走したが，その間Ｘは目

を覚まさなかった。

【論点１ 住居侵入等の罪の「侵入」の意義及びその判断基準】

見解ア 住居権者の意思に反する立入り行為をいい，その意思内容に従って判断する。

見解イ 平穏を害する態様での立入り行為をいい，専ら客観的に判断する。

【論点２ 監禁の罪における身体の場所的移動の自由の意義】

見解α 現実的な場所的移動の自由

見解β 可能的な場所的移動の自由

【発言】

学生Ａ 甲に窃盗罪が成立するのは皆同じだね。僕は，論点２について，自由に対する抽象的な危険

を有する行為を処罰することは妥当ではないと考えて自説を決めた。

学生Ｂ 僕の見解によれば，甲に監禁罪が成立する。

学生Ｃ 僕の見解によれば，甲に建造物侵入罪が成立する。

学生Ｄ 僕の見解によれば，甲には建造物侵入罪も監禁罪も成立しない。

１．Ａアα－Ｂイβ ２．Ａイα－Ｃアα ３．Ｂアα－Ｃアβ

４．Ｂアβ－Ｄイα ５．Ｃイβ－Ｄアβ
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〔No．50〕 学生ＡとＢは，次のⅠ及びⅡの事例における甲に殺人罪の故意が認められるか否かに関し会話

している。発言中の（ ）内に語句群から適切な語句を入れ，【 】内にⅠ又はⅡのいずれか異なる適切

な事例を入れた場合，①から⑩までに入るものの組合せとして正しいものは，後記１から５までのうちど

れか。

【事例】

Ⅰ 甲は，恨んでいた乙をはるか遠方に見掛け，自分の技量ではまず当たらないだろうが，どうして

も乙を殺したいと思い，乙に向けてけん銃を発射したところ，弾が当たって乙は死亡した。

Ⅱ 甲は，自動車を運転して狭い道を通り抜ける際，乙が歩いているのに気付き，乙に自動車をぶつ

けて死亡させてしまうかもしれないと思ったが，自分は運転がうまいのでぶつけることはないだろ

うと考え，そのまま運転したところ，運転を誤って乙に自動車をぶつけてしまい，乙は死亡した。

【発言】

学生Ａ 僕は，（ ① ）が故意の本質的な要素だと考える。そして，故意と過失の区別は，（ ② ）

の有無によって判断すべきだと考える。

学生Ｂ 故意と過失の区別に関するＡ君の考えは，（ ③ ）という点で問題だ。

学生Ａ （ ② ）とは，一般通常人であれば結果の不発生を期待するのが不合理だといえる程度の認

識であると考えれば，故意と過失の区別は十分に可能だ。

学生Ｂ Ａ君の考えだと，【 ④ 】の事例で故意を認めることになるのではないか。

学生Ａ 【 ④ 】の事例で，甲はいったん認識した内容を自ら打ち消しているのであるから，結局

（ ② ）がないことになり，僕の考えでも故意は認められないよ。

学生Ｂ 僕は，（ ① ）だけでは故意と過失との間の非難の程度の差異を基礎づけられないと考え，

( ⑤ )が故意の要素として必要だと考える。

学生Ａ Ｂ君の考えだと，【 ⑥ 】の事例で故意を認めることになるが，これは，（ ⑤ ）さえあれ

ば故意を認めることになり，（ ⑦ ）という点で問題がある。

学生Ｂ 僕は，故意を認めるためには（ ① ）に加えて（ ⑤ ）が必要だと考えるのであって，結果

発生の可能性の認識が全くない場合にも故意が認められると言っているわけではない。ただ，

（ ⑤ ）の内容として（ ⑧ ）まで必要であるとすると，故意の成立範囲が狭くなりすぎるの

で，少なくとも（ ⑨ ）があれば足りると考える。

学生Ａ （ ⑧ ）と（ ⑨ ）を区別するＢ君の考えは，（ ⑩ ）という点で問題がある。

【語句群】

ア 犯罪実現の意思 イ 犯罪事実の認識 ウ 結果発生の意欲 エ 結果発生の認容

オ 結果発生の蓋然性の認識

カ 人の情緒的要素を明確に分類することは困難である

キ 悪い心情をもって重い責任を課すことになる

ク 結果発生の可能性の程度による区別はあいまいである

１．①イ③カ⑥Ⅰ ２．①ア④Ⅱ⑨ウ ３．②エ⑤イ⑧ウ

４．②オ⑦キ⑨エ ５．③ク⑥Ⅱ⑩カ

〔No．51〕 学生ＡないしＣは，次のⅠ及びⅡの事例における甲の罪責に関し会話している。発言中の（ ）

内から適切なものを選び，【 】内に語句群から適切な語句を入れ，《 》内にⅠ又はⅡのいずれか異な

る適切な事例を入れた場合，①から⑪までに入るものの組合せとして正しいものは，後記１から５までの

うちどれか。

【事例】

Ⅰ 甲は，Ｘを殺害しようと考え，Ｘに向けてけん銃を発射したところ，その弾はＸには当たらず，

近くにいたＹに命中し，Ｙを死亡させた。

Ⅱ 甲は，けん銃でＸの心臓を撃ち抜いて失血により殺害しようと考え，その心臓を目掛けてけん銃

を発射したが，その弾はＸの頭部に命中し，Ｘを脳挫滅により死亡させた。
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【発言】

学生Ａ 僕は，同一構成要件内の錯誤については【 ① 】と考えるので，いずれの事例においても

【 ② 】こととなり，甲に③（ａ過失致死罪・ｂ殺人既遂罪）が成立し得ると考える。

学生Ｂ Ａ君の考えでは，一般人の法感覚に照らして故意犯として処罰される範囲が制限されすぎる

ので妥当ではない。僕は，【 ④ 】と考えるので，いずれの事例においても【 ⑤ 】こととな

り，甲に⑥（ａ過失致死罪・ｂ殺人既遂罪）が成立し得ると考える。

学生Ｃ 僕もＢ君と同様【 ④ 】と考えるが，【 ⑦ 】と考えるので，《 ⑧ 》の事例において，【 ⑤ 】

とするＢ君の考えには，【 ⑨ 】という点で反対だ。《 ⑧ 》の事例の甲に（ ③ ）が成立し

得ると考える。これに対して，《 ⑩ 》の事例においては，【 ⑪ 】と考えるので，【 ⑤ 】こ

ととなり，この事例の甲に（ ⑥ ）が成立し得ると考える。

【語句群】

ア 殺人罪の故意は阻却される

イ 殺人罪の故意は阻却されない

ウ 客体の相違を看過している

エ 認識していたのとは異なる因果経過が生じた場合であっても同一の構成要件的評価を受ける事実

を認識していたといえる

オ 行為者の認識した事実と発生した事実とが完全に一致していない以上は故意を阻却する

カ 同一の構成要件的評価を受ける事実を認識していた以上，規範の問題は与えられている

キ 認識していたのとは異なる犯罪の客体に侵害が生じた場合には同一の構成要件的評価を受ける事

実を認識していたとはいえない

１．①オ⑥ｂ⑩Ⅱ ２．②ア⑧Ⅰ⑨エ ３．③ａ⑦キ⑪カ

４．④カ⑦エ⑪キ ５．⑤イ⑨ウ⑩Ⅰ

〔No．52〕 学生ＡないしＥは，次のⅠ及びⅡの事例における甲の罪責に関して検討し，後記結論に至った。

ＡないしＥのうち，後記アからエまでのいずれの見解とも矛盾しない結論に至った学生として正しいもの

は，後記１から５までのうちどれか。

【事例】

Ⅰ 甲は，強姦目的で，殺意をもってＸ女を絞殺した上，Ｘを姦淫したが，その後，更に金品を領得

する意思を生じ，Ｘの肩に掛かっているバッグを持って逃走した。

Ⅱ 甲は，強盗目的で，Ｘ女の顔面を殴打している最中，Ｘを殺害して姦淫する意思が生じ，Ｘを絞

殺した上，Ｘを姦淫し，その後，Ｘの肩に掛かっているバッグを持って逃走した。

【結論】

学生Ａ Ⅰ：強姦未遂・殺人・窃盗 Ⅱ：強盗強姦未遂・殺人

学生Ｂ Ⅰ：強姦・殺人・窃盗 Ⅱ：強盗強姦・強盗殺人

学生Ｃ Ⅰ：強姦・殺人・遺失物等横領 Ⅱ：強盗強姦・殺人・遺失物等横領

学生Ｄ Ⅰ：強姦・殺人・遺失物等横領 Ⅱ：強盗強姦・強盗殺人

学生Ｅ Ⅰ：強姦致死・殺人・遺失物等横領 Ⅱ：強盗強姦致死・殺人

【見解】

ア 死者に対する姦淫行為であっても，姦淫の目的をもってした行為によりその者を死亡させた者と

の関係においては，それを刑法第１７７条の「女子を姦淫した」とみるべきである。

イ 結果的加重犯は，重い結果の発生について故意があるときは，成立する余地がない。

ウ 死者については，現実の占有が認められず，その生前の占有も保護する余地もない。また，その

相続人の占有を認める余地もない。

エ 財物奪取の意図で人を故意に死に至らせた場合，被害者の死亡と同時に財物の占有は犯人に移る。

１．Ａ ２．Ｂ ３．Ｃ ４．Ｄ ５．Ｅ
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〔No．53〕 学生ＡないしＤは，次の事例における甲の罪責に関し会話している。発言中の（ ）内から適

切なものを選び，【 】内に語句群から適切な語句を入れた場合，①から⑭までに入るものの組合せとし

て正しいものは，後記１から５までのうちどれか。

【事例】

甲は，乙が営利の目的で未成年者Ｘを誘拐する際，その誘拐行為を幇助したものの，甲自身は営利の

目的を有していなかった。

【発言】

学生Ａ 僕は，刑法第６５条の「身分」は【 ① 】と解し，営利目的誘拐罪における「営利の目的」

は「身分」に当たると考える。②（ａ未成年者・ｂ成年者）を誘拐する罪は一定の目的をもっ

ていなければ成立しないので，（ ② ）を客体とする営利目的誘拐罪は【 ③ 】と考えるが，

④（ａ未成年者・ｂ成年者）を誘拐する罪は目的がない場合でも成立し，一定の目的をもって

行為をした場合はより重い犯罪が成立することとなるので，（ ④ ）を客体とする営利目的誘

拐罪は【 ⑤ 】と考える。僕は，刑法第６５条は【 ⑥ 】と解するので，甲に⑦（ａ営利目的

誘拐罪・ｂ未成年者誘拐罪）の幇助犯が成立すると考える。

学生Ｂ 僕は，刑法第６５条の「身分」は【 ⑧ 】と解し，「営利の目的」は「身分」に当たらない

と考える。ただ，幇助犯の罪名は正犯のそれに従属すべきであるので，甲に⑨（ａ営利目的誘

拐罪・ｂ未成年者誘拐罪 ）の幇助犯が成立すると考える。

学生Ｃ 僕は，「営利の目的」は「身分」に当たるが【 ⑩ 】ので【 ⑪ 】と考え，刑法第６５条は

【 ⑫ 】と解するので甲に（ ⑨ ）の幇助犯が成立すると考える。

学生Ｄ 僕は，「営利の目的」は「身分」に当たるが【 ⑬ 】ので【 ⑭ 】と考え，刑法第６５条は

【 ⑫ 】と解し，甲に（ ⑦ ）の幇助犯が成立すると考える。

【語句群】

ア 継続性が必要であり，一時的・心理的な要素を含まない

イ 一定の犯罪行為に関する犯人の人的関係である特殊の地位又は状態をいい，継続性は必要ない

ウ 身分があることによって初めて犯罪行為となる構成的身分犯

エ 身分がなくても犯罪行為となるが，身分の存在により刑が加重減軽される加減的身分犯

オ 身分が違法性を基礎づける要素である違法身分

カ 身分が責任を基礎づける要素である責任身分

キ 被拐取者に対する法益侵害の危険を高める

ク 財産上の利益を得ることを動機としており強い非難に値する

ケ 犯罪の成否に関し，違法身分か責任身分かを問わず，構成的身分については同条第１項のみを適

用し，加減的身分については同条第２項のみを適用すべきことを定めたものである

コ 犯罪の成否に関し，構成的身分か加減的身分かを問わず，違法身分については同条第１項のみを

適用し，責任身分については同条第２項のみを適用すべきことを定めたものである

１．①イ⑩ク⑫コ ２．②ｂ⑥ケ⑭カ ３．③エ⑦ａ⑬キ

４．④ｂ⑨ａ⑪オ ５．⑤ウ⑦ｂ⑧ア

〔No．54〕 次の文章の（ ）内から適切なものを選ぶと，放火罪（刑法第１０８条ないし第１１１条の

罪）の保護法益に関する記述となる。①から⑮までに入るものの組合せとして正しいものは，後記１から

５までのうちどれか。

「放火罪の保護法益については，幾つかの側面から考えることができる。①（ａ自己・ｂ他人）の所

有物である②（ａ現住建造物・ｂ非現住建造物）に対する放火罪については，③（ａ財産侵害に対する

危険・ｂ公共の危険）の発生を要件としていること及び建造物損壊罪と比べて法定刑が重いことにかん

がみると，その保護法益は④（ａ公共の安全・ｂ財産の安全）であるといえる。また，放火の客体が⑤

（ａ現住建造物・ｂ建造物等以外の物）である場合，⑥（ａ自己の所有物である・ｂ他の物件に延焼す

るおそれがある）か否かによってその法定刑に差があること，⑦（ａ非現住建造物・ｂ建造物等以外の
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物）に対する放火については，⑧（ａ自己・ｂ他人）の所有物である場合のみ，その未遂や予備が処罰

されることにかんがみると，⑨（ａ個人の生命，身体に対する罪としての側面・ｂ財産侵害犯的な側面）

も有しているというべきである。さらに，放火の客体が⑩（ａ現住建造物・ｂ非現住建造物）か（ ② ）

かによって法定刑に差があることや（ ⑩ ）に対する放火の場合には法定刑が殺人罪と同等であること

からすると，⑪（ａ個人の生命，身体に対する罪としての側面・ｂ財産侵害犯的な側面）をも有してい

るといえよう。なお，⑫（ａ自己・ｂ他人）の所有する非現住建造物を焼損して（ ③ ）を発生させた

結果，⑬（ａ自己・ｂ他人）の所有する非現住建造物に延焼したときは，⑭（ａ延焼罪・ｂ非現住建造

物等放火罪）が成立し得るが，当初から（ ⑬ ）の所有する非現住建造物に放火する目的を有していた

ときは，（ ⑭ ）ではなく，⑮（ａ延焼罪・ｂ非現住建造物等放火罪）が成立し得る。」

１．①ａ⑥ａ⑭ａ ２．②ｂ⑦ａ⑮ａ ３．③ｂ⑧ａ⑪ａ

４．④ａ⑩ａ⑫ｂ ５．⑤ｂ⑨ｂ⑬ａ

〔No．55〕 学生ＡとＢは，次の事例における甲を名誉毀損罪（刑法第２３０条第１項の罪）により処罰で

きるか否かに関し会話している。発言中の（ ）内から適切なものを選んだ場合，①から⑩までに入るも

のの組合せとして正しいものは，後記１から５までのうちどれか。

【事例】

甲は，公務員Ｘが賄賂を収受した旨の記事を書いて出版した。甲は名誉毀損罪で起訴されたが，公判

ではＸの収賄の事実を立証できなかった。

【発言】

学生Ａ 僕は，刑法第２３０条の２の規定は①（ａ処罰阻却事由・ｂ違法性阻却事由）を定めたもの

であると考える。

学生Ｂ Ａ君の考えによれば，②（ａ被害者の名誉・ｂ表現の自由）の保護の面で問題がある。僕は，

Ａ君と異なり，刑法第２３０条の２の規定は③（ａ処罰阻却事由・ｂ違法性阻却事由）を定め

たものであると考える。

学生Ａ Ｂ君の考えに立って，（ ③ ）に関する錯誤を④（ａ事実の錯誤・ｂ違法性の錯誤）と考え

ると，事例で，甲が単にうわさを軽率に誤信したにすぎない場合でも故意を阻却することにな

り問題だ。

学生Ｂ 僕は，真実性の証明は，⑤（ａ事実が真実であった・ｂ事実が証明可能な程度に真実であっ

た）ことではなく，⑥（ａ事実が真実であった・ｂ事実が証明可能な程度に真実であった）こ

とを対象にしていると考える。事例において，甲が確実な資料・根拠に基づいてＸが賄賂を収

受した事実が真実であると誤信した場合には，甲の故意は⑦（ａ阻却される・ｂ阻却されない）

と考える。

学生Ａ Ｂ君の考えは，行為者の主観を問題にしながら，資料・根拠の有無といった客観的事情を重

視している点で問題だ。僕は，確実な資料・根拠に基づく言論は，（ ② ）の観点から憲法で

保障された範囲内の行為だと考える。したがって，事例において，甲が確実な資料・根拠に基

づいてＸが賄賂を収受した事実が真実であると誤信した場合には，甲の行為は刑法⑧（ａ第３５

条・ｂ第３９条）により⑨（ａ違法性・ｂ責任）が阻却されるから，Ｂ君の批判は当たらない。

学生Ｂ Ａ君の考えは，真実ではない言論について（ ⑨ ）が阻却されることを認めることになる点

で問題だ。さらに，Ａ君の考えによれば，刑法第２３０条の２の規定は⑩（ａ確実な資料・根

拠に基づいて事実が真実であると誤信したが，真実性の立証に成功しなかった場合・ｂ確実な

資料・根拠に基づかない言論だが，たまたま真実性の立証に成功した場合）における（ ① ）

について定めた規定と解さざるを得ないが，それでは同条の適用範囲が限定されすぎるのでは

ないか。

１．①ｂ④ａ⑦ｂ ２．①ａ⑤ａ⑨ａ ３．②ｂ④ｂ⑧ｂ

４．②ａ⑥ｂ⑨ｂ ５．③ｂ⑦ａ⑩ａ
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〔No．56〕 学生ＡないしＣは，遺棄罪（刑法第２１７条の罪及び同法第２１８条の罪）における遺棄の概

念に関し会話している。発言中の（ ）内に語句群から適切な語句を入れ，【 】内に次のⅠからⅢまで

のいずれか異なる適切な見解を入れた場合，①から⑭までに入るものの組合せとして正しいものは，後記

１から５までのうちどれか。

【見解】

遺棄を，要扶助者の場所的移転を伴う移置と要扶助者の場所的移転を伴わない置き去りに区別し，

Ⅰ 刑法第２１７条の「遺棄」は，専ら作為による移置又は置き去りを意味し，同法第２１８条の「遺

棄」は，作為によるもののほか，不作為による移置又は置き去りも含む。

Ⅱ 刑法第２１７条の「遺棄」は，作為による遺棄，すなわち移置を意味し，同法第２１８条の

「遺棄」は，移置のほか，不作為による遺棄，すなわち置き去りも含む。

Ⅲ 刑法第２１７条と同法第２１８条の「遺棄」は，いずれも，作為による移置及び置き去りのほか，

不作為による移置及び置き去りも含む。

【発言】

学生Ａ 遺棄とは（ ① ）をいい，不保護とは（ ② ）をいう点では皆一緒だね。僕は，【 ③ 】の

見解が妥当だと考える。すなわち，（ ④ ）と異なり，（ ⑤ ）が遺棄罪を構成するには行為

者に（ ⑥ ）が必要であり，刑法第２１８条においてのみ可罰的であると考える。

学生Ｂ しかし，（ ④ ）と（ ⑤ ）の区別は，作為と不作為の区別に対応していないのではないか。

例えば，要扶助者が任意に立ち去るのに任せておく行為は（ ⑦ ）であり，要扶助者が扶助者

に接近するのを妨害する行為は（ ⑧ ）ではないか。僕は，【 ⑨ 】の見解が妥当だと考える。

僕の考えによれば，移置や置き去りという単なる形態のみにとらわれることなく，（ ⑥ ）の

ない者については，（ ⑩ ）が処罰の対象となり，（ ⑥ ）のある者については，刑法第２１

８条において（ ⑪ ）も処罰の対象となる。

学生Ｃ Ａ君の見解もＢ君の見解も，隣り合った条文で遺棄の文言の解釈が異なる点で問題だし，本

来，刑法第２１７条の（ ⑫ ）として処罰されるべき行為が同法第２１８条で加重処罰される

こととなり妥当でない。僕は，Ａ君やＢ君と異なり，遺棄罪の（ ⑥ ）と同法第２１８条の

（ ⑬ ）を区別するという見地から，【 ⑭ 】の見解が妥当だと考える。

【語句群】

ア 移置 イ 置き去り ウ 作為義務 エ 保護責任

オ 作為による遺棄 カ 不作為による遺棄

キ 作為による置き去り ク 不作為による移置 ケ 不真正不作為犯

コ 場所的離隔によらずに要扶助者を保護しないこと

サ 場所的離隔を生じさせることにより要扶助者を保護のない状態に置くこと

１．①サ③Ⅰ⑬エ ２．②コ⑥ウ⑭Ⅱ ３．③Ⅲ⑦キ⑩オ

４．④ア⑨Ⅰ⑪カ ５．⑤イ⑧ク⑫ケ

〔No．57〕 学生ＡないしＥは，次の事例に関し甲に預金債権が成立し得るか否かについて後記Ⅰ又はⅡの

いずれかの見解を採った上，甲の罪責について会話している。発言中の（ ）内から適切なものを選び，

【 】内に語句群から適切な語句を入れた場合，①から⑫までに入るものの組合せとして正しいものは，

後記１から５までのうちどれか。

【事例】

残高１万円のＸ銀行における甲の普通預金口座に対し，３０万円の誤った振込み（以下，これを「誤

振込金」という。）がなされた。甲は，その３０万円が誤振込金であることを知りながら，その情を秘

してＸ銀行の係員Ｙに３１万円全額の払戻しを請求し，Ｙからその払戻しを受け，これを自己の用途に

費消した。

【見解】

Ⅰ 誤振込金については甲の預金債権が成立しない。
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Ⅱ 誤振込金についても甲の預金債権が成立する。

【発言】

学生Ａ 僕は，①（ａ見解Ⅰ・ｂ見解Ⅱ）を採る。そして，【 ② 】と考え，甲の【 ③ 】について

④（ａ詐欺罪・ｂ占有離脱物横領罪）が成立し得ると考える。

学生Ｂ 僕は，Ａ君と異なり，⑤（ａ見解Ⅰ・ｂ見解Ⅱ）を採る。そして，【 ⑥ 】と考え，甲の

【 ⑦ 】について⑧（ａ詐欺罪・ｂ占有離脱物横領罪）が成立し得ると考える。

学生Ｃ 僕は，甲の預金債権の成否についてＢ君と同じ見解を採るが，【 ⑨ 】と考え，甲の【 ③ 】

について（ ④ ）が成立し得ると考える。

学生Ｄ 甲の預金債権の成否については，僕もＢ君やＣ君と同じ見解を採る。ただ，僕は，甲の【 ③ 】

は権利の濫用に当たると考え，甲に（ ④ ）が成立し得ると考える。

学生Ｅ 僕は，君たち４人と違って，事例の解決に当たっては，【 ⑩ 】よりも【 ⑪ 】べきだと考

える。そして，通常，銀行側は，⑫（ａ誤振込金の払戻請求だと知っていれば，即座にその支

払をすることはない・ｂ誤振込金の払戻請求だと知っていても，預金債権が成立している以上

その支払を拒絶できない）ことに照らすと，甲の【 ③ 】について（ ④ ）が成立し得ると考

える。

【語句群】

ア 情を秘して預金の払戻しをさせた行為

イ 受領した金銭を自己の用途に費消した行為

ウ 甲には本件誤振込金について刑法上保護に値する払戻権限がある

エ 甲には本件誤振込金について刑法上保護に値する払戻権限があるとはいえない

オ 誤振込金につき払戻請求がなされた場合の銀行側の対応に着目する

カ 誤振込金に係る預金債権の成否や払戻権限の有無に着目する

キ 口座名義人として事実上預金の払戻しができるからといって誤振込金の占有を取得したとはいえ

ない

１．①ａ④ｂ⑫ａ ２．②ウ⑥キ⑧ａ ３．③ア⑦イ⑩カ

４．④ａ⑦ア⑪オ ５．⑤ｂ⑨エ⑫ｂ
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〔No．58〕 次の文章の（ ）内から適切なものを選び，【 】内に語句群から適切な語句を入れると，後

記事例の甲に賄賂罪（刑法第１９７条の罪）が成立するか否かに関する記述となる。①から⑪までに入る

ものの組合せとして正しいものは，後記１から５までのうちどれか。

「賄賂罪の保護法益については，【 ① 】であるとする見解（見解Ⅰ）や【 ② 】であるとする見解

（見解Ⅱ）がある。見解Ⅰは，賄賂によって職務の公正が左右され得る事態に着目し，そこに個々の職

務の公正侵害の危険を見いだす考え方であるのに対し，見解Ⅱは，職務が機能するためには，国民の信

頼が不可欠であり，職務と賄賂が結び付けば，その信頼が損なわれるという考え方である。ただ，見解

Ⅰに対しては，【 ③ 】との批判があり，一方，見解Ⅱに対しては，【 ④ 】との批判がある。事例に

おいて，見解Ⅰに立ち，【 ⑤ 】との理由から，甲に⑥(ａ受託収賄罪・ｂ事前収賄罪 ）の成立を認め

ない見解がある。これに対し，見解Ⅱに立ち，【 ⑦ 】ことを理由に（ ⑥ ）の成立を認める見解もあ

るが，見解Ⅱに立ちながら，【 ⑧ 】として（ ⑥ ）の成立を認めない見解もある。甲に（ ⑥ ）の成

立を認めない見解の中には，⑨（ａ受託収賄罪・ｂ事前収賄罪）の成立を認める見解がある。この見解

に対しては，【 ⑩ 】との批判があるが，（ ⑨ ）の成立を認める側からは，【 ⑪ 】との反論がなされ

ている。」

【事例】

甲は，現職の市長であり，近く施行される市長選挙に立候補の決意を固めていたところ，再選後に市

長として決裁等を行い執行する予定の建設工事に関し，請託を受けて賄賂を収受した。その後，甲は，

市長に再選された。

【語句群】

ア 職務の公正

イ 職務の公正とこれに対する社会一般の信頼

ウ 刑法第１９７条第２項の「公務員になろうとする者」に現に公務員である甲を含めることはでき

ない

エ 刑法第１９７条第２項の「公務員になろうとする者」には，公務員の身分は有するが，賄賂の対

価とされた具体的職務を担当していない者も含まれると解することもできる

オ 国家的法益と一種の社会的法益を併せた形の保護法益となっており，賄賂罪の犯罪としての性格

があいまいになる

カ 現行刑法は，職務に関し賄賂を収受する単純収賄罪を基本としており，職務の公正が賄賂によっ

て左右されたことを要求していない

キ 賄賂の対価とされた具体的職務行為が甲の現在の任期中に行われる可能性がない以上，職務の公

正が賄賂によって左右される可能性がない

ク 将来の職務に関して金銭の授受がなされた場合，その職務を担当する蓋然性が高い場合でなけれ

ば，職務に対する社会の信頼が害されたとはいえない

ケ 将来の職務に関して金銭の授受がなされることによって，甲の現在の職務に対する社会の信頼が

害される

１．①ア④カ⑩ウ ２．②イ⑤ク⑨ａ ３．②ア⑥ａ⑧キ

４．③カ⑨ｂ⑩エ ５．④オ⑦ケ⑪エ
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〔No．59〕 学生ＡないしＣは，次のⅠからⅣまでの事例における甲に証拠隠滅罪又は偽証罪が成立するか

否かに関し会話している。発言中の（ ）内から適切なものを選び，【 】内に語句群から適切な語句を

入れた場合，①から⑫までに入るものの組合せとして正しいものは，後記１から５までのうちどれか。

【事例】

Ⅰ 殺人を犯した甲は，自らその殺人事件の証拠を隠滅した。

Ⅱ 殺人を犯した甲は，友人である乙に頼んで，乙に自分の殺人事件の証拠を隠滅してもらった。

Ⅲ 殺人を犯した甲は，自分の殺人事件の公判期日において，アリバイがある旨虚偽の供述をした。

Ⅳ 殺人を犯した甲は，友人である乙に頼んで，自分の殺人事件の公判期日において，甲にはアリバ

イがある旨虚偽の証言をしてもらった。

【発言】

学生Ａ 証拠隠滅罪の客体が，①（ａ自己・ｂ他人）の刑事事件に関する証拠とされていることから，

事例Ⅰにおいて，甲に証拠隠滅罪が成立しないと考えるのは皆同じだね。僕は，証拠隠滅罪の

客体が限定されている理由は，【 ② 】からであると考える。事例Ⅱにおいては，【 ③ 】こ

とを理由に，甲に証拠隠滅罪の教唆犯が成立し得ると考える。また，【 ④ 】ことから，事例

Ⅲにおいて，甲に偽証罪が成立しないと考えるのも皆同じだね。なお，事例Ⅳにおいては，事

例Ⅱと同じ理由で，甲に偽証罪の教唆犯が成立し得ると考える。

学生Ｂ Ａ君の考えだと，事例Ⅱ及びⅣについては，【 ⑤ 】という問題がある。僕は，【 ⑥ 】と

考えるので，事例Ⅱ及び事例Ⅳについて，いずれも甲に教唆犯は成立しないと考える。

学生Ｃ 偽証罪の対象は，他人の刑事事件に⑦（ａ限定されている・ｂ限定されていない）。そのた

め，犯人は「法律により宣誓した証人」として自己の犯罪事実を偽証する場合には，偽証罪に

より処罰の対象と⑧（ａなる・ｂならない）。事例Ⅲにおいて甲に偽証罪が成立しない理由は，

被告人の黙秘権を保障する観点から【 ⑨ 】ことによる。【 ⑩ 】ことも考慮すると，事例Ⅳ

では教唆犯が成立し得ると考えるべきだ。この結論は，偽証罪について被告人の親族に免除規

定が⑪（ａ設けられている・ｂ設けられていない）ことからも説明できる。

学生Ｂ Ｃ君の考えは，【 ⑫ 】ことを看過している点で問題がある。

【語句群】

ア 刑事訴訟法が証人適格を制限している

イ 犯人には適法行為に出る期待可能性がない

ウ 偽証罪の主体は，「法律により宣誓した証人」と規定されている

エ 正犯であっても教唆犯であっても期待可能性がないことに変わりはない

オ 他人に証拠隠滅罪を犯させることは，もはや期待可能性がないとはいえない

カ 正犯として処罰されないのに，より法益侵害が間接的な教唆犯としては処罰される

キ 証人の虚偽証言は，被告人の虚偽供述よりも司法の審判作用を誤らせる危険が高い

ク 偽証教唆は一種の証拠隠滅であるから，犯人に期待可能性がないことに変わりはない

１．①ａ⑥エ⑩キ ２．②イ⑤キ⑦ａ ３．③オ⑨ア⑪ａ

４．④ウ⑧ａ⑫ク ５．⑤カ⑨ウ⑪ｂ
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〔No．60〕 次の文章の（ ）内から適切なものを選び，【 】内に語句群から適切な語句を入れると，電

磁的記録不正作出罪に関する記述となる。①から⑫までに入るものの組合せとして正しいものは，後記１

から５までのうちどれか。

「電磁的記録不正作出罪の保護法益は，一般に，①（ａ電磁的記録に対する公共の信用・ｂ電磁的記

録の保有者の財産上の利益）と考えられており，②（ａ文書偽造・ｂ詐欺）罪の保護法益と同種である。

③（ａ電磁的記録不正作出・ｂ支払用カード電磁的記録不正作出）罪の客体は【 ④ 】であるが，【 ⑤ 】

については，（ ③ ）罪の特則である⑥（ａ電磁的記録不正作出・ｂ支払用カード電磁的記録不正作出）

罪の客体となる。

電磁的記録不正作出罪の成立のためには，【 ⑦ 】ことが必要である。作成権限を持つ者がその権限

を濫用して行うことも【 ⑦ 】ことに当たるか否かにつき，見解が分かれる。

⑧（ａ電磁的記録不正作出・ｂ文書偽造）罪の成立のためには，【 ⑨ 】ことが必要であり，【 ⑨ 】

ことは，⑩（ａ不正作出電磁的記録供用・ｂ偽造文書の行使）罪でも要件とされている。これに対し，

⑪（ａ電磁的記録不正作出・ｂ文書偽造）罪の成立のためには，【 ⑫ 】ことが必要である。」

【語句群】

ア 人の事務処理の用に供する権利，義務又は事実証明に関する電磁的記録の作出を不正に行う

イ 人の事務処理を誤らせる目的がある

ウ 行使の目的がある

エ 人の事務処理の用に供する権利，義務又は事実証明に関する電磁的記録

オ 人の財産上の事務処理の用に供する電磁的記録であって，クレジットカードその他の代金又は料

金の支払用のカードを構成するもの

１．①ｂ④エ⑨イ ２．①ａ⑤オ⑩ｂ ３．②ａ⑥ａ⑨ウ

４．②ｂ⑦ア⑪ａ ５．③ａ⑧ａ⑫ウ


